
図面リスト

Ａ-０１

Ａ-０２

Ａ-０３

Ａ-０４

Ａ-０５

Ａ-０６

Ａ-０７

Ａ-０８

Ａ-０９

Ａ-１０

Ａ-１１

Ａ-１２

Ａ-１３

N.S.

N.S.

N.S.

タイトル・図面リスト

A-00

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

N.S.

佐賀県競馬組合

タイトル・図面リストＡ-００ N.S.

及び外壁落下防止対策工事

及び外壁落下防止対策工事

第3･4投票所雨漏り修繕工事

第3･4投票所雨漏り修繕工事工
事
名

図
面
名

縮
　
　
尺

図
番
号

特記仕様書(建築改修)その１

特記仕様書(建築改修)その２

特記仕様書(建築改修)その３

付近見取図・全体配置図

部分配置図、仮設計画図

１階平面図、Ｂ階平面図

２階平面図

３階平面図

ゴンドラ階平面図

立面図

断面図

N.S.Ｅ-０１

Ｅ-０２

Ｅ-０３

電気設備特記仕様書

1:4000

1:500

1:400

1:500

1:500

1:500

1:500

Ｍ-０２

Ｍ-０３

N.S.機械設備特記仕様書Ｍ-０１

1:60

N.S.

1:15

1:15断面詳細図、EXP.j撤去・取付図

Ａ-１４

3階外壁タイル撤去・改修図

外壁劣化部補修施工要領

電気設備　２階平面図

電気設備　３階平面図

電気設備　立面図

1:500

1:500

1:400

Ｍ-０４

Ｍ-０５

1:100

1:100

1:100

1:100

機械設備　３階立面図、平面図-1

機械設備　３階立面図、平面図-2

機械設備　３階立面図、平面図-3

機械設備　改修前・改修後２階平面図

Ｅ-０４



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

工 事 仕 様 書 １ １

Ⅰ　工事概要

Ⅱ　建築改修工事仕様

・

・

再資源化すべきもの以外

２

10. 技能士

特記仕様書（建築改修）その１

1．工事場所

2．敷地面積

3．地域地区 都市計画区域　（　・内　　・外　）　　準都市計画区域　（　・内　　・外　）

用途地域等　（　　　　　　　　　　）　・指定なし　・市街化調整区域

　　　　　　（　・防火地域　　・準防火地域　　・法22条区域　　・指定なし　）

5．棟別概要

4．建物用途

6．工事種目

1. 共通仕様

(3)受注者は完了検査（中間検査を含む）には、特定行政庁（建築主事）が求める検査に必要な資料等（報告書等）を用意すること。

(2)本工事に電気設備、機械設備工事を含む場合の特記仕様書は別図による。

(1)項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、　 印の付いたものを適用する。

　　　印と　 印の付いた場合は、ともに適用する。

　　　印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

Ｇ

2. 特記仕様

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

・ｶﾞﾗｽくず、

　陶磁器くず

・繊維くず

・飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

・非飛散性

・木くず

・廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

3. 品質計画

　　　　　　　　　　技能検定作業

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

防水工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

塗装工事

内装工事

排水工事

植栽工事

とび

鉄筋施工

型枠施工

防水施工

建築大工

建築板金

内装仕上げ施工

左官

建具製作

ガラス施工

塗装

内装仕上げ施工

表装（表具）

表装（壁装）

畳製作

配管

造園

・とび作業

・鉄筋組立て作業

・型枠工事作業

・大工工事作業

・内外装板金作業

・鋼製下地工事作業　

・左官作業

・木製建具手加工作業　・木製建具機械加工作業

・ガラス工事作業

・建築塗装作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業　・ボード仕上げ工事作業

・表具作業

・壁装作業

・畳製作作業

・造園工事作業

・建築配管作業

11. 建設機械

　ディーゼルエンジン

1. 足場その他

外部足場

材料・撤去材等の運搬方法

　　　　　・A種　・B種　・C種　・D種　・E種

2. 既存部分の養生 既存部分の養生　　　　・行う　　　　・行わない

開口部の養生　　　　　・行う　　　　・行わない

　　養生方法　　　　　・合板張りによる　　・（　　　　）

　　　　　　　　　　　　設置範囲　　　※図示　・（　　　　）

植栽等の養生　　　　　※行わない　　・行う(図示)

　　　　　　　　　　　※移植等必要な場合は監督員と協議の上行い

3. 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種別

  　種別 　　　　　　　　　　　　　　　材質 　　　　　仕上げ

・A種

・B種

・C種

・仮設扉

・せっこうボード厚9.5両面張り　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ（　　）

・合板厚9両面張り　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ（　　）

・せっこうボード厚9.5片面張り　　　・合板厚9片面張り

※シート張り

・片面塗装

・片面塗装

・

・

－

・合板張木製扉　　　 　・　

　　面積規模（　　　　　）㎡程度

監督職員スペースと工事監理業務の職員スペースは間仕切壁等で仕切る

監督職員事務所の仕上げ

　　　部位等 　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

床

内壁、天井

屋根

合板張り又はビニル床シート貼り

合板又は石膏ボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り又は鉄板張り、調合ペイント塗り

4. 監督員事務所 [2.4.1]

施工計画書で工法を定める場合の風圧力の計算

　　基準風速( V0 )　　　　 (　　　　　 ) m/s

　　地表面粗度区分　　・Ⅰ　　　・Ⅱ　　　・Ⅲ　　・Ⅳ

　　　　・上記風圧力の1.3倍の風圧力に対する安全性を確保する

　　　　・上記風圧力の1.15倍の風圧力に対する安全性を確保する

適用工種　・ALCパネル(外壁)・押出成形ｾﾒﾝﾄ板(外壁)・外壁石張(乾式)

　　　　　・長尺金属板葺　 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・ガラスブロック

　　　　　・シート防水(機械式) ･屋上緑化システム　・(　　　　　　　　　　　　)

4. 設備工事との取り合い 施工範囲　別表－１による

施工図等　設備機器の設置、取合い等が検討のできる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける

5. 材料の品質等

6. 環境への配慮

・設ける　　　※設けない

(3)特記事項に記載の[　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示し、（　）内表示番号は、標準仕様書の

   当該項目、当該図又は当該表を示す。

上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。

なお、処分場の決定に当たっては監督職員と協議をする

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国交省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械に

  ついても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

　※排出ガス対策型建設機械とは、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された

    排出ガス対策型建設機械をいう。

　　　　　　　　　　　　　　　　機　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備　　考

・バックホウ　・トラクタショベル（車輪式）　・ブルドーザ　

・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）　・油圧ユニット類

　以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、

独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの

・ロードローラ・タイヤローラ　・振動ローラ　・ホイールクレーン

・低騒音型建設機械の適用

　　建設機械名

※建設機械を使用しないときは、エンジンを停止するなど建設機械の稼働時間の抑制に努めること。

（エンジン出力7.5kW以上260

kW以下）を搭載した建設機械

を対象とする。

・ アスフ ァ ルト 防水工事作業　 ・ ウレ タ ン ゴム系塗膜防水工事作業

・ 合成ゴ ム系シート 防水工事作業　 ・ シーリ ン グ防水工事作業

・

※

　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　※利用できない

構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　※利用できない

指定仮設の範囲（種類・箇所・規格・数量を明示）

・仮囲い（図示による)

・

上記に該当しない仮設については、全て任意仮設とし、請負者の創意工夫により施工すること。

施工にあたっては、施工計画書に工法・数量を明示し、監督員に提出すること。

なお、任意仮設のため、仮設工法の変更に伴う数量変更や工期変更は行わない。

5. 工事用水

6. 工事用電力

7. 指定仮設等

・現場事務所内に監督職員閲覧スペースを設け、施工計画書等を備えること。（現場事務所）

・畳

　　　　　・外部足場を設置する　（種類：楔緊結型手摺先行工法　　　　）

　　　　　・防護シートを設置する

　　　　　・防音パネルを設置する

　　養生方法　　　　　※ビニルシート、合板等による　・（　　　　　）

　　　　　　　　　設置範囲　　　※図示　・（　　　　）

有限会社ＥＮ建築事務所

既存家具・既存設備等の養生　　　※ビニルシート等による　・（　　　　）

 建　物　名　称　　構　造 　階　数
　延べ面積

　 （㎡） 　 （㎡）

　建築面積

 別表第１の区分

　 建築基準法
　　　　備　　考

 廃棄物の種類     施設名称                 所   在   地    搬出距離 　適用工事種類 　　 職　　種

・油圧ハンマ ・バイブロハンマ ・油圧式鋼管圧入引抜機 ・アースオーガ

・オールケーシング掘削機 ・リバースサーキュレーションドリル　

・アースドリル・地下連続壁施工機　・全回転型オールケーシング掘削機　

[2.3.1]

[2.3.1]

[2.2.1]

[2.3.1]

[2.3.2][表2.3.1]

(4)　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の特定調達品目を示す。

章 　　　項　目 　　　　　　　　特　　記　　事　　項

１ 1. 適用基準等

・発注者に引渡しを要するもの（・金属類　・PCB含有物　・　　　　　）

　　引渡し場所　　※構内　　・（　　　　　　）

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等

2. 発生材の処理

・ 施設におけるわかりやすいユニバーサルデザインのサイン（佐賀県県土づくり本部建築住宅課発行）

・ ユニバーサルデザイン施設整備基準（佐賀県福祉のまちづくり条例　施設整備マニュアル）

・コンクリート塊

　コンクリート塊

再資源化すべきもの

・アスファルト・　

　・本工事は、建設リサイクル法等の対象工事外であるが分別解体等及び特定建設資材の再資源化等につ

    いて適切な措置を行う

　①　造成等

　②　基礎・基礎ぐい

　③　上部構造部分・外装

　④　屋根

　⑤　建築設備・内装等

　⑥　その他

　　（　　　　　　）

造成等の工事

　・有　　　・無

基礎・基礎ぐいの工事

上部構造部分・外装の工事

屋根の工事

建築設備・内装等の工事

その他の工事

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

工程ごとの作業内容

　・本工事は特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定資材を使用する新築工事等

    であって、その規　　模が「建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律」（平成12年5月31日法第104

    号。以下「建設リサイクル法」という）施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基

    準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施

    について適切な措置を講ずる

　　工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督職員と

    協議する

・建設発生木材

・金属

・ 土木工事等共通仕様書（佐賀県県土整備部）

　　　　工　　程 　　　　　　　　　作　　業　　内　　容

    施設名称  廃棄物の種類                所   在   地    搬出距離

(5)関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応について、

   監督職員と協議すること。

(6)形状寸法の単位は、特記無き限りミリメートルとする。

　　可能）による。

[1.3.12]

[1.2.2]

[1.4.2]同等以上の材料・機材等の使用

　　本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。

    ただし、製造業者が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の

材料・機材等の品質及び性能

　　本工事に於いて別表－2に示す材料を使用する場合の材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(6)すべ

  ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価された

  承諾を受ける。

  ことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける

　　　(1)品質及び性能に関する試験データを整備していること

　　　(2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること

　　　(3)安定的な供給が可能であること

　　　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること

　　　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　　　(6)販売、保守等の営業体制を整えていること

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次の通りとする

　規制対象外

　第三種品

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

アスベスト含有建材

　本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする

公共工事の配慮事項

[1.4.1]

　グリーン購入法（平成１２年法律第１００号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針におけ

  る公共工事の配慮事項に留意すること

　（基本方針一部抜粋）１９．公共工事の【配慮事項】資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、

  再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散

　　　建築材料以外の材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

[1.4.1]

本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

1)から4)を満たすものとする

　　　1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

        その他の木質建　　　　　材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、

        仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計

        図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する

　　　2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する

　　　3)接着剤は可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない

        難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する

　　　4) 1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、アセ

        トアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする

　調査項目　　・防水改修　　・外壁改修　　・（　　　　　）

　調査範囲　　・図示　　・（　外壁全面　）

　調査方法　　・打診及び目視による　　・（　　　　）

　既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　　※図示

[1.5.2]

[1.5.3]

9. 施工調査

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による8. 特別な材料の工法

施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を

測定し、監督職員に報告すること測定はパッシブ型採取機器により行う

測定対象室及び測定箇所数は仕上表による

　注)測定バッジはホルムアルデヒド用と、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、　スチレン用の2種類

     を用いる

施工数量調査

7. 化学物質の濃度測定 [1.5.9]

　　　・杭打ち機　・バックホウ　　・トラクターショベル　　・ブルドーザー　　・振動ローラー

内部足場 ※脚立、足場板等　　　・(　　　　　　　)

[2.2.1]

[表2.2.2]

３ 1. 共通事項 施工標識　※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける

　　取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による

2. 降雨等に対する養生方法 ※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)～(3)による。 ・ 

  （とい共）

[3.1.3]

改修用ドレン（P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI,P0X工法の場合）

3. 既存防水の処理 既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・設計書による　　　）

　　　　　　　　　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装除去 　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・行わない

4. 既存防水層の下地補修

5. アスファルト防水 屋根保護防水

　防水層の種別

　　種別 　施工箇所 　　断熱材　Ｇ 　　絶縁用シート 　立上り部の保護

・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ１ＢＩ

・Ｔ１ＢＩ

・Ａ－１

※Ａ－２

・Ａ－３

・Ｂ－１

※Ｂ－２

・Ｂ－３

・ＡＩ－１

※ＡＩ－２

・ＡＩ－３

・ＢＩ－１

※ＢＩ－２

・ＢＩ－３

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾙｨﾙﾑ

　厚さ0.15mm以上

・

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

　70g/㎡程度

・

・乾式 保護材

・ｺﾝｸﾘｰﾄ 押え

・れんが 押え

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・　

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

平場の保護コンクリートの厚さ

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　

・乾式保護材

　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。

　　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。

（品質・性能・試験方法）

　建築材料等品質性能表による

屋根露出防水

　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・　

P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修

及び処置

   　※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)(ⅶ)①～③による　・ 

　防水層の種別

 施工

 箇所 　 種類   使用量
 種別　　工法

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・C-1

※C-2

・C-3

・C-4

・D-1

※D-2

・D-3

・D-4

※JIS A 9521による押出法ﾎﾟﾘｽﾁ

ﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付)又は

ｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

・
3種b（ｽｷﾝあり）

JIS A 9511によるA種押出法ﾎﾟﾘ

（厚さ）・25mm　・　

（材質）

・

・製造所の

 指定によ る

・

・製造所の

 指定によ る

・

・製造所の

 指定によ る

・

・製造所の

 指定によ る

[3.2.3,4,6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　※図示　・ 設計書による [3.2.6]

　 工法

　　  仕上材料
　  　備考　　断熱材　Ｇ

[3.3.2～5]

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・DI-1

※DI-2

（材質）
 ※JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く
 規格に適合するもの又はJIS A 9511に
 よるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

（厚さ）・25mm　・　

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く
 規格に適合するもの

・

・製造所の

 指定によ る

・製造所の

 指定によ る

[1.6.2]

脱気装置　　・設ける　　・設けない

改修用ドレン　　・設ける　　・設けない

脱気装置の種類及び設置数量

屋内防水

　※図示　・　

　　種別 　　備考

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

※Ｅ－２

保護層　　・設ける

　　　　　・設けない

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

　※アスファルトルーフィング類製造所の指定による　　・　

　 工法 　　     施工箇所

保護層　　・設ける　　・設けない

押え金物の材質及び形状

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　・　

屋根排水溝　※図示　・　

防水層の種別6. 改質アスファルト

シート防水

・M3AS

・P0AS

・AS-T1

・AS-T2

・AS-T3

・AS-T4

・M4AS

・AS-J1

・AS-J3

　種別 　施工箇所 　　断熱材　Ｇ 　　備考
仕上材料

使用量
　 工法

種類

・M3ASI

・P0ASI

・ASI-T1

・ASI-J1

（材質）

・M4ASI  ※JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く

 規格に適合するもの又はJIS A 9511に

 よるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く

 規格に適合するもの

 指定による

・

・製造所の・製造所の

・

 指定による

（厚さ）・25mm　・　

・AS-J2

[3.4.2～4]

脱気装置　　・設ける　　・設けない

改修用ドレン　　・設ける　　・設けない

防湿層　　・設ける　　・設けない

仕上塗料　　※カラー　　・シルバー

改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

・上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵守し、

　適切な処理を行うものとする。なお、処分場の決定に当たっては監督職員と協議をすること。

・再生資源利用計画書および実施書は、建設副産物情報交換システム（コブリス）にて作成し

　提出すること。

　　判断の基準は「環境物品の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月版）」（環境省のホームページからダウンロード

佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256番228　佐賀競馬場内

地方競馬場

　　　　　　　　　　　　施工者の責任により復旧すること。

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

(1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

N.S.

佐賀県競馬組合

一
般
共
通
事
項

（

続
き）

（

続
き）

仮
設
工
事

防
水
改
修
工
事

図
番
号

縮
　
　
尺

工
事
名

図
面
名

及び外壁落下防止対策工事
第3･4投票所雨漏り修繕工事

第3･4投票所雨漏り修繕工事及び外壁落下防止対策工事

スタンド棟 RC造

・1階屋根パラペット部タイル剥落防止工事

・2階屋上・3階外壁部防水等工事

・1階屋上防水工事

地上4階

地下1階
17,538.75 6,698.73 (1)観覧場

※ 建築工事標準詳細図（令和4年版）

・ 公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　令和4年版）

工
 
程
 ご
 と
 
の
 
作
 
業
 
内
 
容

A-01

   （令和4年版）」(以下、「改修標準仕様書」という )により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁

    営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による



　種別

施ゆう

・P0X

・L4X

・P1Y

・P2Y

※X-1

※X-2

・X-2

・X-1

※Y-2

※Y-2

・

・

・

・

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・　

9. シーリング シーリング改修工法の種類 [3.7.2、8]

　・シーリング充填工

　・シーリング再充填工法

　・拡幅シーリング再充填工法

　・ブリッジ工法

  　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

  　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない

シーリング材の種類、施工箇所

  下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

　　　　　　　　　施工箇所 　　　　　　　シーリング材の種別（記号）

シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3.7.3(a)(1)～(3)による　・　

接着性試験　　※簡易接着性試験　　・引張接着性試験 [3.7.8]

[3.8.2、3]

　　　備考

たてどい

軒どい

・硬質ポリ塩化ビニル管

・配管用鋼管

・硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)

・ステンレス鋼管

・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発砲三層　Ｇ

SUS304、厚2

・折版タイプ(ｽﾁｰﾙ芯入り)　150型

ルーフドレン

　　　　　　　　　　　種別 　　　　　　　　　　　施工箇所

・ろく屋根用（・縦型　・横型）

・バルコニー用

・バルコニー中継用

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・　

鋼管製といの防露巻き　※改修標準仕様書表3.8.5による　・　

とい受金物　※ステンレス製　　・鋼製（亜鉛めっき）

ルーフドレンの取付け 　※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 　

　　　　　　　　　　　 ・　

　※規制対象外　・　

10. とい

・・

・・

・・

・・

※3.5.2(c)(3)(i)①～④によるもののほか

JIS A 9521によるﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の密度

及び熱伝導率の規格に適合するもの又は

JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の

密度及び熱伝導率の規格に適合するもの

（厚さ）・25mm　・　

・

（厚さ）・25mm　・　

※3.5.2(c)(3)(i)①～④による。

（材質）

・SI-M2

・SI-M1

・設けない

・設ける

改修用ドレン

・設けない

・設けない

・設けない

・設ける

・設ける

・設ける

脱気装置

脱気装置

脱気装置

・SI-F1

・SI-F2

・S-M3

・S-M2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・M4SI

・S4SI

・S3SI

・P0SI

・M4S

・S3S

（材質）

設計　　　年　　　月　　　日

３ 4-3

4-3

4-2３

特記仕様書（建築改修）その２

4-1

４

6. （続き） 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

脱気装置の種類及び設置数量

　※改質アスファルトシート製造所の指定による　・　

押え金物

　※改質アスファルトシート製造所の仕様による　・　

7. 合成高分子系

  ルーフィングシート防水

防水層の種別

　　（本/㎡） 　　（箇所/㎡）
　充填量 　注入量

　一般部 　指定部 　指定部　一般部

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

※16

・

※13

※13

※9

※9

※20

※20

※16

※16※9 ※9

※9

※12

※12 ※20

※20

※16 ※16

※16

※25 ※25

※25

※25

※50

※50

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

　― 　― 　―

　―

　―

　― 　―

　―
・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

・

・ ・

　―

※25
　― 　―　―

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　・行わない

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

　タイル張りの工法

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

　シーリング材の種類

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

　  打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

3. （続き）

1. 既存タイル張りの撤去

　　撤去範囲　※下地モルタルまで　・張付けモルタルまで　・タイルのみ

　　工法の種類 　　注入量（ml/m）

　注入工法

　工法

　工法

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0以下

※200～300　　・　

・100～200　　・　

・50～100　　・　

・150～250　　・　

※130　　・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　　・　

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う

　　　　　　　　※行わない

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

　　・シーリング材

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　・可とう性エポキシ樹脂

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

2. ひび割れ部改修工法

1. 既存モルタル塗りの撤去

　　工法の種類 　　注入量（ml/m）

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0以下

※200～300　　・　

・100～200　　・　

・50～100　　・　

・150～250　　・　

・

・

2. ひび割れ部改修工法

棟上避雷導体システム　　※無　　・有

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

　　　　　　　　　・行わない

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・設計書による　　　）

[3.9.2]

　施工場所 　　表面処理

※A-1種又はB-1種

・（　　　　）

・AA15

・A1

・A2

・B

4. 浮き部改修工法

3. 欠損部改修工法

　　　　　　　工法の種類

　　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数

　　（本/㎡）

　　注入口の箇所数

　　（箇所/㎡）

　一般部 　指定部 　指定部　一般部

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

※16

・

※13

※13

※9

※9

※20

※20

※16

※16※9 ※9

※9

※12

※12 ※20

※20

※16 ※16

※16

※25 ※25

※25

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

　― 　― 　―

　―

　―

　― 　―

　―
・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法 ・

・ ・

　―

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

　・　

　・　

充填工法

　※エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・　

4. 浮き部改修工法

接着剤の種類

　・ポリマーセメントモルタル

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

5. タイル部分張替え工法

6. タイル張替え工法 接着剤の種類

　・ポリマーセメントモルタル

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

  位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

　　タイル張りの工法

　　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

　　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

　　シーリング材の種類

　　　打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・　

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮目地改修工法

    伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・ 

　　色

  (mm)  有  有 無  無

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 　・ 

 　・ 

 　・ 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない

試験張り　・行う　・行わない

7. 目地改修工法

8. タイルの形状、寸法等

[4.5.7]

[4.5.8]

[4.5.16]

12. 保証

・　

　　・ ポリマーセメントモルタル

    ※ エポキシ樹脂モルタル

[4.2.2][4.3.7]※ 充填工法9. 欠損部改修工法

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

　　・可とう性エポキシ樹脂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　・シーリング材

　　・ 可とう性エポキシ樹脂

　　・ パテ状エポキシ樹脂

・ シール工法

・Ｕカットシール材充填工法

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

　　　　　　　　※行わない

コア抜取り検査　・行う

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

・

・

・150～250　　・　

・50～100　　・　

・100～200　　・　

※200～300　　・　

0.5以上～1.0以下

0.3以上～0.5未満

0.2以上～0.3未満

0.2以上～1.0以下

　　注入量（ml/m）　　工法の種類

・ 樹脂注入工法1. ひび割れ部改修工法

7. 外壁改修数量表

6. 既製調合モルタル

　　建築材料等品質性能表による

　　建築材料等品質性能表による

（品質・性能・試験方法）

等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤 [4.2.2]

粘調係数　０．５０～１．００

保水係数　０．３５～０．５５

　5.0N/mm2以上 　15 %以下　0.5 N/mm2以上　3 %　3 以上

　　耐久性

　（72時間）

　　吸水性　　曲げ性能

　（材齢28日）　（材齢28日）

　引張接着性

　（収縮）

　長さ変化率

　（cm/s）

　広がり速度

5. ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

（性能）

　　建築材料等品質性能表による

[4.2.2]

[4.2.2]

[4.2.2]

[4.2.2]

　　建築材料等品質性能表による

3. エポキシ樹脂モルタル

[4.2.2]

　　建築材料等品質性能表による

2. パテ状エポキシ樹脂

1. 可とう性エポキシ樹脂

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・　

・充填工法

・モルタル塗り替え工法

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

9. 欠損部改修工法

　　接着剤の種類

　　・ポリマーセメントモルタル

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

　　接着剤の種類 　

　　・ポリマーセメントモルタル

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・　

図示による

[3.5.2][表3.5.1、2]

[4.2.2][4.4.10～15]

[4.2.2][4.4.8、9]

　[4.2.2][4.5.5、6]

[4.2.2][4.5.9～15]※金属屋根工事及び防水工事については、10年間の施工保証とし、保証書は元請業者と施工業者の連名

  とすること

・金属屋根工事及び防水工事については、（　　）年間の施工保証とし、保証書は元請業者と施工業者

  の連名とすること

　[4.2.2][4.3.4～6]

主な用途による

区分施工箇所

［4.2.2]

無ゆう

・P0S

・S4S ・S-F2

・S-M2

・S-M3

・S-F1

・S-M1

　　断熱材　Ｇ

脱気装置

改修用ドレン

・設ける

・設ける

・設けない

仕上塗料
施工箇所

種類 使用量
　　備考

・・

・・

モルタル塗厚　・　・S-C1

ルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による　・　

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・　

固定金具の材質及び寸法形状

　※防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板及びそれらの鋼板の片面又は両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm以上のもの

　・

脱気装置の種類及び設置数量 　※ルーフィングシート製造所の指定による　・　

既存防水下地がPCコンクリート部材及びALCパネル下地で種別S-C1の場合の処理 　

　目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　

　　　　　　・行わない

　入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合)

　　　　　　　　　・行わない

保護層の施工

　平場のモルタル塗り

　　・床塗り工法（※6.15.6(b)(2)及び(3)に準じる　　・　　　　　　　　　　　）

　　・タイル張り下地等のモルタル塗り（※6.15.6(c)(ⅰ)に準じる　　・　　　　　　　　　）

　平場の保護コンクリートの厚さ　　・図示　　　・　　mm

　立上り部の保護モルタル塗厚　　　※7mm以下　　・　

8. 塗膜防水 ゴムアスファルト系　塗膜防水　（新設設備基礎） [3.6.2]

　工法 　 種別

改修用ドレン　 ・設ける　・設けない

脱気装置 　・設ける　・設けない

脱気装置 　・設ける　・設けない

保護層 　・設ける　※設けない

保護層 　・設ける　※設けない

　　　　備考
種類 使用量

・ ・

・ ・

 仕上塗料(X-2のみ)

最少呼称肉厚

※1.6

※1.8

※2.0

※2.0

※2.0

※300

※350

・（　　）

・（　　）

※240,250

　製品幅　　　種類

ｼｰﾙ
形式

形式
ｵｰﾌﾟﾝ

11. アルミニウム製笠木

・板材折曲げ形

・板材折曲げ形

・押出し350形

・押出し300形

・押出し250形

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

4. ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

(劣化曲げ強さ)

・　

・　

・　

・　

・手動式エポキシ樹脂注入

※自動式低圧エポキシ樹脂

　注入工法

　工法

・機械式エポキシ樹脂注入

　工法

・行う（・ 全面　※ 図示の範囲）

・ 樹脂注入工法

・　

・　

・　

・　

※自動式低圧エポキシ樹脂

　注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入

　工法

・機械式エポキシ樹脂注入

　工法

コア抜取り検査　・行う

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

　　　　　　　　※行わない

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

・Ｕカットシール材充填工法

　　・シーリング材

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　・可とう性エポキシ樹脂

・ シール工法

　　・ パテ状エポキシ樹脂

　　・ 可とう性エポキシ樹脂

※ 充填工法

    ※ エポキシ樹脂モルタル

　　・ ポリマーセメントモルタル

・モルタル塗替え工法

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　） 　

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・　

※25

※50

※25

※50

・
　―

アンカーピン

注入口付アンカーピン

・ 樹脂注入工法

・外壁タイル張り全面　　・図示の範囲

・Ｕカットシール材充填工法（既存タイル張り撤去面）

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験　・行う

※25

・
　―

アンカーピン

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

　・　

注入口付アンカーピン

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

　・　

耐滑り性

　 ・ 

　 ・ 

　 ・ 

　 ・ 

形状寸法 吸水率による区分うわぐすり　 役物

標準 特注

再生材の

適用 Ｇ

 耐凍害性

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

 工法

　　　　　　　材質 　 径 　　 施工箇所　 種別

 被膜・複合被膜

 5.0N/mm2以上

　ひび割れ幅（㎜） 　   　注入口間隔（㎜）

　ひび割れ幅（㎜） 　    　注入口間隔（㎜）

 充填量

（ml/箇所）

 注入量

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

・機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

　ひび割れ幅（㎜） 　　　　　注入口間隔（㎜）

[4.2.2][4.5.7、8]

　　　　　工法の種類

　 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 　 注入口の箇所数

（ml/箇所）（ml/箇所）

外部：外壁伸縮目地

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

外部：サッシ廻り

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

N.S.

佐賀県競馬組合

（

続
き）

（

続
き）

外
壁
改
修
工
事

外
壁
改
修
工
事
　
コ
ン
ク
リー

ト
打
ち
放
し
仕
上
げ

外
壁
改
修
工
事
　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ

　[4.2.2][4.4.5～7]

（

続
き）

図
番
号

縮
　
　
尺

工
事
名

図
面
名

 施工箇所

2階屋上

3階窓台

MS-2

MS-2

A-02
及び外壁落下防止対策工事
第3･4投票所雨漏り修繕工事



設計　　　年　　　月　　　日特記仕様書（建築改修）その３

4-4 工程ごとの所要量の確認　※改修標準仕様書表4.6.1による　・ 

　　　工法

※既存仕上面全体　・（　　　　）

※既存仕上面全体　・（　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　）

・30～100Mpa程度

・100～250Mpa程度

・10～30Mpa程度

　―

　―

種別　・Ａ種　・Ｂ種

 下地処理(方法)

・行う(      )

・行う(      )

・行う(      )

・行う(      )※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

・塗膜はく離剤工法

・高圧水洗工法

・サンダー工法

・水洗い工法

※既存仕上面全体 ・30％ ・50％

※ 下地調整塗材

・ ポリマーセメントモルタル

・ 防水形仕上げ塗材主材

2. 既存塗膜等の除去、

1. 所要量の確認

　下地処理及び下地調整

3. 仕上げ塗材仕上げ 建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 [4.6.5]

　※規制対象外　・　

新規仕上塗材の種類

　仕上塗材

・ 外装薄塗材Ｓｉ

・ 可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・ 外装薄塗材Ｅ

・ 可とう形外装薄塗材Ｅ

・ 防水形外装薄塗材Ｅ

・ 外装薄塗材Ｓ

・ 外装厚塗材Ｃ

・ 外装厚塗材Ｓｉ

・ 外装厚塗材Ｅ

・ 複層塗材ＣＥ

・ 可とう形複層塗材ＣＥ

・ 複層塗材Ｓｉ

・ 複層塗材Ｅ

・ 複層塗材ＲＥ

・ 防水形複層塗材ＣＥ

・ 防水形複層塗材Ｅ

・ 防水形複層塗材ＲＥ

・ 防水形複層塗材ＲＳ

・ 可とう系改修塗材Ｅ

・ 可とう系改修塗材ＲＥ

・ 可とう系改修塗材ＣＥ

・薄付け仕上塗材

　　　仕上げの形状及び工法

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

・ 砂壁状

・ ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・ さざ波状

・ 平たん状

・ 凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・ 着色骨材砂壁状（・吹付け・こて塗り）

・ 砂壁状じゅらく

・ 京壁状じゅらく

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし

上塗材　　・適用する　・適用しない

・ ゆず肌状　・ 凸部処理　・ 凹凸模様

上塗材

　耐候性　※ 耐候形３種　・　

　溶媒　※ 水系　・ 溶剤系

　樹脂　※ アクリル系　・　

　外観　※ つやあり　・ つやなし

　　　　・ メタリック

増塗材　

　・適用する　・適用しない

・ 平たん状

・ さざ波状

・ ゆず肌状

4. マスチック塗材塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・　

[4.7.2]

　　　　　　処理範囲 　　　　　加圧力

［4.6.2]［表4.6.1]

　　 種類 防火材料　　　　 呼び名

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

・可とう系改修用

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

１回　　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

７ 1. 材料 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

　　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　　　　）

防火材料　　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

　※規制対象外　・　

3. 錆止め塗料塗り

2. 下地調整 塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲

　※塗替え面積の30％　・図示　

下地調整

木部

　ひび割れ部の補修

鉄鋼面

亜鉛めっき面

亜鉛めっき面（鋼製建具）

ＡＬＣパネル面

コンクリート面（DP以外）、

コンクリート面（DP）、

モルタル面、プラスター面

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

※ＲＢ種　・　

・　

標準仕様書(18.2.1)

素地ごしらえによる

・

　―

・行う

・行う

・行う

・行わない

・行わない

・行わない

錆止め塗料塗りの種別

　　　　　　　　　　　塗装面

鉄鋼面

亜鉛めっき面

EP-G

EP-G

EP-G以外

EP-G以外

塗替え

塗替え

塗替え

塗替え

新規鉄鋼面見え掛り

新規鉄鋼面見え掛り

新規見え隠れ

新規見え隠れ

Ａ種

Ａ種

Ａ種

Ｂ種

Ｂ種

Ｂ種

※Ａ種　・　

※Ａ種　・　

Ｃ種

Ｃ種

※Ｃ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ａ種　・　

※Ａ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｂ種　・　

4. 塗装

木部屋外

木部屋内

鉄鋼面　　塗料の種類

　　　※１種　・２種

・クリヤラッカー塗り(CL)

亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）

亜鉛めっき鋼面（鋼製建具以外）

　　　塗替え 　　　　新規
　　　塗装の種類

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)

・耐候性塗料塗り(DP)

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

5. フッ素樹脂塗装

　　(下塗材)　水性　浸透性吸水防止材

　　(上塗材)　・ 水性フッ素樹脂クリアー

　　　  　　　・ 水性フッ素樹脂カラークリアー

・アルミニウム

・ステンレス

・亜鉛メッキ鋼板

・フッ素樹脂

・フッ素樹脂

・フッ素樹脂

・ウレタン樹脂

・ウレタン樹脂

・ウレタン樹脂

・アクリル樹脂

・アクリル樹脂

・アクリル樹脂

・ソリッド

・ソリッド

・ソリッド

・メタリック

・メタリック

・メタリック

6. 焼付塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

・ラッカーエナメル塗り(LE)

・オイルステイン塗り(OS)

・木材保護塗料塗り(WP)

屋内の鉄鋼面

屋内の亜鉛めっき鋼面

屋内の木部

・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

※B種　・　

※B種　・　

※A種　・　

※B種　・　

・B種

・

・ ・

　　― 　　―

　　―

※B種　・　

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種 ※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・　

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

A種

A種

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・A種

※A種　・　

※A種　・　

※B種　・　

※B種　・　

※B種　・　

　※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

　※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

打放しコンクリート面保護工法

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ

面）の塗替えの場合のしみ止め

・つや有合成樹脂エマルシ

ョンペイント塗り(EP-G)

押出成形セメント板面

せっこうボード面及び

その他ボード面

塗り　(SOP)

・合成樹脂調合ペイント

鉄鋼面　上塗り等級（ 1、2 ）級

　　　　上塗り等級（　　）級

[7.1.3]

[7.2.2～7]

[7.3.2～3]

　　　　　下地面の種類
　　　 塗替え 　　　 新規

　　　　　　 下地調整の種別

新規亜鉛めっき面見え掛り

新規亜鉛めっき面見え掛り

　　　 塗料 　　　　 工程

　　     　塗装面
　　　　　　　　 工程

　　 素　　材 　　 焼付種別 　　　仕上げ 　 コート 　 ベーク 　 部位

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

※5．建具改修工事
　6．内装改修工事

　本工事対象外のため省略。

※8．耐震改修工事

　9．環境配慮改修工事

　本工事対象外のため省略。

SUS鋼板面　上塗り等級（ 　）級・B種

N.S.

佐賀県競馬組合

外
壁
改
修
工
事
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り
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装
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事
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A-03
及び外壁落下防止対策工事
第3･4投票所雨漏り修繕工事



厩舎

厩舎

厩舎

走路

走路ゴールライン

スタンド

駐車場

駐車場

厩舎

34

下見所

装鞍所

付近見取図・全体配置図

1:4000

付近見取図 全体配置図　S=1:4000

南側
駐車場

今回工事範囲

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

1:2000A1

A3及び外壁落下防止対策工事
第3･4投票所雨漏り修繕工事

A-04



部分配置図、仮設計画図

1:500

スタンド

下見所

高所作業車等による工事範囲

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

仮設足場(参考図)

仮設足場(参考図)

仮設足場(参考図)

メインゲート

売店

渡り廊下

渡
り
廊
下

工事車両・作業員通路

※注意事項

　車両等は工事用資機材搬出入時のみ場内通行可とする。

　現場事務所・作業員休憩所・作業員用駐車場は施設管理
　者との協議の上指定場所を使用すること。

　工事範囲は工事状況に応じて、施工者によりプラフェン
　ス・カラーコーンなどを設置し工事範囲の明確化及び安
　全対策を行うこと。

　競馬開催日・能力検査・発走調教及び調教等が行われる
　時間帯は原則工事は禁止とする。その他必要な事項は事
　前に施設管理者との協議を行うこと。

（一般客・施設従事者等の通行には充分注意すること）

1:250A1

A3

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

A-05
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地下通路

保守員室

電気室

１階平面図

１階平面図、Ｂ階平面図

1:500

タイル落下
防止対策工事

タイル落下
防止対策工事

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日
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事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合
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第3･4投票所雨漏り修繕工事

及び外壁落下防止対策工事
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タイル剥落防止対策工事タイル剥落防止対策工事

タイル剥落
防止対策工事

屋上防水改修工事
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有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合
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西立面図

南立面図

立 面 図 

1:400

東立面図 階段西面展開図 階段東面展開図

既存EXP.J撤去取替既存EXP.J撤去取替
外壁既存タイル目地埋の上タイル用塗膜防水塗布

外壁既存タイル目地埋の上タイル剥落防止工法

外壁既存タイル撤去下地処理複層塗材Ｅ仕上

外壁既存タイル撤去下地処理ゴムアスファルト塗膜防水

凡例
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佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合
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A3

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

A-10

外壁既存タイル目地埋の上タイル用塗膜防水塗布範囲を示す

外壁既存タイル目地埋の上タイル剥落防止工法範囲を示す 外壁既存タイル撤去下地処理ゴムアスファルト塗膜防水範囲を示す

外壁既存タイル撤去下地処理複層塗材Ｅ仕上範囲を示す

(外壁伸縮目地、軒天取合い部他コーキング打替行う)

(外壁伸縮目地、サッシ取合い部他コーキング打替を行う)

（A-12断面詳細図参照)

（A-12断面詳細図参照)

伸縮目地コーキング打替窓サッシ廻りコーキング打替
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佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

佐賀県競馬組合
3階外壁タイル撤去・改修図

1:15

A1

A3

3階外壁タイル撤去図　S=1:15 3階外壁タイル撤去部改修図　S=1:15

レンガ調タイル撤去

50角タイル撤去

レンガ調タイル撤去

水切りコーキング撤去

既存アルミ水切金物

エポキシ樹脂

ウレタンゴム系
モルタル塗り補修

新規アルミ水切金物取付

塗膜防水材塗布

モルタル塗り補修
外装薄塗材E仕上

既存レンガ調タイル劣化部補修、目地埋めの上
タイル用透明塗膜防水塗布

既存50角磁器タイル
劣化部補修の上
タイル用透明塗膜防水塗布



既存アルミ水切金物

既存タイル及びモルタル撤去

既存コンクリート斫り撤去

既存アルミ水切金物

エポキシ樹脂

ウレタンゴム系
モルタル塗り補修
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新規アルミ水切り形状参考図　S=1:7.5
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第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

佐賀県競馬組合
断面詳細図、EXP.j撤去・取付図

A1

A3

既存レンガ調タイル 既存レンガ調タイル

劣化部補修、目地埋めの上

タイル用透明塗膜防水塗布

既存50角磁器タイル

劣化部補修の上

タイル用透明塗膜防水塗布

既存50角磁器タイル
既存EXP.j撤去

既存レンガ調タイル一部撤去

既存レンガ調タイル一部撤去

既存笠木

既存笠木

新規アルミEXP.j取付
※EXP.j取付詳細はメーカー仕様による
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立面図

断面図

立面図

断面図
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既存EXP.j撤去図　S=1:15

新規EXP.j取付図　S=1:15

改修後断面詳細図　S=1:15改修前断面詳細図　S=1:15

1:15

1:7.5



①　タイルモルタル浮き補修 （アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法）0.25㎡未満

②　タイルモルタル浮き補修 （アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法）0.25㎡以上

③　タイルクラック部･爆裂部･孕み部補修 （タイル部分貼り替え工法）

④　ひび割れ補修（0.2mm未満） （シール工法）

⑤　ひび割れ補修（0.2mm以上） （Ｕカットシール工法）

⑥　シーリング劣化部分 （シーリング打ち替え）

⑦　爆裂部補修 （防錆剤+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法）

⑧　塗膜剥離部補修 （ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ薄塗り）

1．施工要領

1－１　工　法

２．施工手順

２－１　タイルモルタル浮き部補修(アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)　　0.25㎡未満

①　マーキング

施工範囲を打診ハンマーにて浮きの範囲を確認し、チョーク等で穿孔位置をマーキング
する。

②　穿　　孔

電動ドリルにて注入孔をタイル目地より構造体コンクリートに30mm程度の深さで穿孔する。

(一般部16穴／㎡)

③　清　　掃

エアーブロアー等で注入孔内部の切り粉等を除去する。

④　注入及びピンニング

規定量に混合攪拌したエポキシ樹脂(JIS A 6024)を手動式注入器を用い、アンカーピン
固定部の最深部から徐々に充填する。アンカーピン固定用エポキシ樹脂をアンカーピンの
ねじ切り部に塗布してから気泡の巻き込みに注意して挿入する。

(ステンレスピン　径4mm長さ50mm　一般部16本／㎡･25ml／穴)

⑥　養　　生

アンカーピン固定部は夏期では15時間程度、冬期では24時間程度、衝撃をあたえないように
にし、降雨等からも養生を行う。

⑦　硬化後テストハンマーによる全数打診検査を行い、アンカーピン固定部のエポキシ樹脂の広
　　がり、固着状況について確認を行い、その結果を監督員に提出する。

⑤　穴埋め

アンカーピンを孔内の最深部まで挿入し目立たぬ色のパテ状エポキシ樹脂等で穴埋めを行う。

アンカーピン

パテ状エポキシ樹脂等

エポキシ樹脂

浮き部

30

2－2　タイルモルタル浮き補修(アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法)　　0.25㎡以上

①　マーキング

施工範囲を打診ハンマーにて浮きの範囲を確認し、チョーク等で穿孔位置をマーキング

する。

⑤　清　　掃

エアーブロアー等で注入孔内部の切り粉等を除去する。

⑥　エポキシ樹脂注入

規定量に混合攪拌したエポキシ樹脂(JIS A 6024)を手動式注入器により、注入口より
注入剤が漏れぬよう注意して、残存浮き部内に内圧がかからないように下部から上部へ
片端部から他端部へ、打診しながら残存浮き部全面に注入する。必要に応じ、浮き部周囲に
共浮き防止のアンカーピンニングを実施する。

(一般部12箇所／㎡･25ml／穴))

⑦　養　　生

エポキシ樹脂注入部分は24時間程度振動や衝撃等をあたえないように養生を行う。

⑧　硬化後テストハンマーによる打音検査で浮きが発見された場合は、監督員に結果報告し
　　承諾を受けてから浮き部の補修を行う。

浮き部

残存注入部注入孔

エポキシ樹脂

アンカーピン

パテ状エポキシ樹脂等

②　ピンニング

アンカーピン固定部の施工は2－1の施工手順②～⑤による。

アンカーピン固定部(一般部13穴／㎡）　注入口(一般部12穴／㎡)

④　穿　　孔

アンカーピン固定部の硬化を待ってマーキング位置に従って注入口を構造体コンクリート
に約5mmの深さまで穿孔する。

③　マーキング

打診ハンマーにて残存浮き範囲を再確認し、残存浮き部への注入口の位置をチョーク等
でマーキングする。

2－3　タイルクラック部･爆裂部･孕み部補修(タイル部分貼り替え工法)

①　マーキング

施工範囲を打診ハンマーにてタイル浮きの範囲を確認し、チョーク等でマーキング
する。

②　タイル撤去

施工範囲のタイル目地にダイヤモンドカッターを入れ、電動ピックを用いて斫り
撤去する。

③　清　　掃

施工部を刷毛やブラシで清掃する。

④　躯体劣化部の補修

張り替え下地面を良く乾燥させ一液反応硬化形変成シリコーンを塗布しタイル
を貼り付ける。
接着剤が硬化するまでは衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生する。

⑥　目地詰め

規定量に混合攪拌したﾀｲﾙ化粧目地材にて目地を充填し、目地コテで仕上げる。
(4kg／㎡)

※クラック、爆裂、浮き孕み部の施工範囲

⑤　新規タイル貼り

2－4　ひび割れ補修(0.2mm未満)シール工法

※塗装面、又はタイルを撤去した後の躯体補修の要領。

①　マーキング

施工範囲をチョーク等でマーキングする。

②　清　　掃

施工部を刷毛やブラシで清掃する。

③　プライマー塗布

清掃完了後、専用プライマーを刷毛にて施工部分に塗布
する。　(2g／m)

④　シーリング材充填

プライマーの触指乾燥後、パテ状1液可とう性エポキシ樹脂(JIS A 6024)を
ひび割れ部分に擦り込み金ヘラ等で平滑にシールする。(20ml／m)10×2程度

シール材

ひび割れ

一液反応硬化形変成シリコーン

貼替タイル

ﾀｲﾙ化粧目地材

クラックや爆裂の劣化部位については、所定の補修方法にて施工する。

2－5　ひび割れ補修(0.2mm以上)Ｕカットシール工法

※塗装面、又はタイルを撤去した後の躯体補修の要領。

①　マーキング

施工範囲をチョーク等でマーキングする。

②　Ｕカット

ダイヤモンドＵカッターにてひび割れに沿ってＵカットを行う。(10mm×10mm)

③　清　　掃

清掃完了後、専用プライマー(ﾒｰｶｰ指定品)を刷毛にてＵカット部分に塗布
する。　(5g／m)

⑤　シーリング材充填

プライマーの触指乾燥後、2成分形ポリウレタン系シーリング材を

Ｕカット部分に充填し金ヘラでシールする。(70ml／m)

Ｕカット部分溝の中をブラシで良く擦った後掃除機等を使い切り粉等を除去する。

④　プライマー塗布

⑥　ポリマーセメントモルタル充填仕上げ

充填したシーリング材が硬化後、規定量に混合攪拌した厚付け用ポリマー
セメントモルタルを充填して、コテにて平滑に仕上げる。(100g／m)

2－6　シーリング打ち替え

①　既存シール撤去

目地被着体に沿ってカッター等で切り込みを入れ、出来る限り除去し清掃を
行う。撤去したシーリング材は、集積処分する。

養生完了後、被着体に適したプライマーを刷毛等を用いて塗り残しの無いよう
に均一に塗布する。

②　プライマー塗布

③　シーリング材充填(練混ぜ時間:10分以上、可使時間:4時間)

2成分形シーリング材は、基剤･硬化剤･ｶﾗｰﾏｽﾀｰを全部投入し、均一になるまで
シーリング材専用混合機械にて練り混ぜを行う。

2成分形シーリング材を充填用コーキングガンにて隅々まで行きわたるよう加圧
しながら充填する。

充填後、ヘラ等で押え下地に密着させて平滑に仕上げ、養生テープを剥ぎ取る。

④　表面処理

⑤　完了

施工完了後、自主検査を行い表面処理の状態･養生テープ剥ぎ忘れ等がないか
確認する。

10

3～5

10～15

ひび割れ

シーリング材

厚付用ポリマーセメントモルタル

2－7　爆裂部補修　　防錆剤+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法

※塗装面、又はタイルを撤去した後の躯体補修の要領。

①　斫り

電動ピックにて欠損部周囲のコンクリート脆弱部を除去し、錆鉄筋を露出させる。

②　錆鉄筋ケレン

ワイヤーブラシ等で鉄筋の錆をケレン除去する。

③　清　　掃

掃除機や刷毛等を使用してレイタンス等を除去する。

④　鉄筋防錆剤塗布

規定量に混合攪拌した鉄筋用防錆材(初期補修用)を刷毛にて錆鉄筋に塗布する。

(1.6kg／㎡)

⑤　復　　元

厚付け用ポリマーセメントモルタルに清水を規定量入れて
混合攪拌したモルタルにて斫り部分の埋め戻しを行う。
補強を必要とする箇所には、全ﾈｼﾞ型ステンレスアンカーピンを打設しステンレス線を巻き
付けた後、埋め戻しを行う。(25kg／㎡)

2－8　塗膜剥離部補修　　ポリマーセメントモルタル薄塗り

①　劣化塗膜の除去

スクレイパー等を用いて、劣化した塗膜を除去する。

②　清　　掃

掃除機や刷毛等を使用してレイタンス等を除去する。

③　吸水調整材塗布

清掃完了後、吸水調整材(JIS A 6203)を規定量にて希釈して刷毛にて施工面
へ塗布する。

(0.15kg／㎡)

④　ポリマーセメントモルタル充填仕上げ

規定量に混合攪拌したポリマーセメントモルタル(JIS A 6916)を充填して
コテにて平滑に仕上げる。

(0.13kg／㎡)

塗膜面

ポリマーセメントモルタル

吸水調整材

ポリマーセメントモルタル

鉄筋

防錆材

2－9　外壁剥落防止工法

②削孔

④アンカーピン

⑤プライマー

⑥中塗り

⑦トップコート

①マーキング

側壁は4本/㎡以上、パラペット天端は6本/㎡以上としアンカーピン施工位置はタイル中央部とする。

無振動ドリル(径5mm)を用いて所定の深さまで削孔する。削孔深さはアンカーピン長さ＋5mmで躯体

③座堀

アンカーピンの径に合わせた座堀(径6.5mm)を行う。

アンカーピンを挿入しエポキシ樹脂を注入する。

使用前に成分の偏りがないよう缶をよく振ってから、中毛ローラーを使い、特に目地部に確実に塗布

（標準塗布量：0.1～0.15kg/㎡）

専用の中毛（無泡）ローラーを用いて、タイル面、目地部に対して塗り残しの無いよう塗布する。３回

（標準塗布量：0.2kg/㎡）

施工前に気温、湿度、中塗りが十分に乾燥していることを確認する。

ミキサーを用い十分に撹拌し、均一になったことを確認してから使用する。

短毛または中毛ローラーを用い、ムラ無く塗布する。

養生後に出隅折り返し部等で、ラップして塗り重ねる場合は、中塗り材から塗り重ねること。

に25mm以上挿入できること。

されるよう施工する。

コートを塗布する。

⑨　タイル剥落防止工法 （アンカーピンタイル固定＋透明樹脂塗膜塗布複合工法）

（透明樹脂塗膜複合改修工法）

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

外壁劣化部補修施工要領

N.S.
第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

適切な養生時間が経過し表面が十分に乾燥している事を確認した後、1回目と同様の手順でトップ
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合
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Ⅰ 工事概要

1.工事場所

消防法施行令
構　　造

別表第一区分
階 数

2.建物概要

建 物 名 称

3.工事種目及び工事科目(工事種目欄の・に○印の付いたものが対象工事)

施 工 範 囲 別 工　　　　事　　　　種　　　　目

屋　外

・拡声設備

・情報表示設備

・監視カメラ設備

・雷保護設備

・動力設備

・駐車場管制設備

・電熱設備

・映像・音響設備

・構内交換設備

・受変電設備

・構内情報通信網設備

・誘導支援設備

・テレビ共同受信設備

・発電設備

・防犯・入退室管理設備

・電力貯蔵設備

・電灯設備

・自動火災報知設備

・中央監視制御設備

・構内通信線路

・構内配電線路

・撤去工事

・仮設工事

 工　事　科　目

5.設備概要

4.指定部分　　　・無　　・有

・原動機（　　　　）・発電機（　　）相（　　）線式（　　）V　定格出力（　　　）KVA

電灯設備

受変電設備

 設備方式は・に○印の付いたものを該当項目とする｡

動力設備

 2.型　　式

 2.E P S

 1.照明器具

発電設備

 1.受雷部

 1.設備概要

 1.型　　式

雷保護設備

 1.型　　式

 1.設備方式

電力貯蔵設備

 2.構内交換装置

 6.誘導支援装置

 1.ふ設方式

 3.情報表示装置

構内通信線路

 1.方　　式

通信･情報設備

 5.拡声装置

構内配電線路

10.駐車場管制装置

 7.テレビ共同受信装置

 9.監視カメラ装置

 4.映像・音響装置

15.ガス漏れ火災警報装置

14.非常警報装置

12.自動火災報知装置

 1.ふ設方式

13.自動閉鎖装置

 8.テレビ電波障害防除装置

 1.構内情報通信網装置

中央監視制御設備

 1.型　　式

 1.型　　式

・屋内型　　・屋外型

・キュービクル式配電盤　・開放形配電盤

・有　　　　・無

・直流電源装置　　・ＵＰＳ装置

・一般照明　・非常照明（・電源内蔵　・電源別置）

・空気調和　・暖房　・冷房　・換気　・給排水　・消火  ・排煙

・突針　　　・棟上げ導体

・太陽光発電装置　　　　　太陽電池アレイ公称出力（　　　　）KVA

11.防犯・入退室管理装置・制御装置

・電子交換機　　・ボタン電話装置

・映像装置　　・音響装置

・埋込形　　・露出形

・一般放送用　　・非常放送用

・制御装置

・架空線式　　・地中埋込式

・架空線式　　・地中埋込式

・液化石油ガス用　　・都市ガス用

・警報盤　　・簡易型監視制御　　・監視制御

・マルチサイン装置 ・情報表示装置 ・チャイム ・時刻表示装置 ・出退表示装置

・音声誘導装置　　・インターホン　　・呼出し装置

・有　　　　・無

・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・有線（ＣＡＴＶ）

・カメラ 　・ビデオモニタ 　・タイムラプスＶＴＲ 　・デジタルレコーダ

・防火戸用　　・防火シャッタ用　　・防煙ダンパ用

・ネットワーク管理装置　　・ファイヤウォール 　・リピータ     ・ルータ

・Ｐ型受信機　　・Ｒ型受信機

・管制装置　　・検知器　　・信号灯　　・警報灯　　・発券機

・（　　　　　　　　）発電装置　　（　　　　　）KVA

Ⅱ工事仕様書

1 共通仕様

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合､機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　　なお、機械設備工事の工事仕様書は( 　/　)図､建築工事の工事仕様書は(　/  )図による。

(2) 特記事項のうち複数の項目から選択する事項は､ ･ に○印の付いたものを適用する｡

2 特記仕様

特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項項 目

金属管などにて保護する。

　　・交換機 　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　　・通信総合盤

・重要機器は次のものを示す。

　　・受変電機器　　・配、分電盤 　・発電設備 　・直流電源装置　　・交流無停電電源装置 

【備考】　（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

○ 材料・機材の品質等 （１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの

　　　とする。

（２）本工事において別表-1に示す材料を使用する場合の材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満た

　　　すものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して

　　　監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略するこ

　　　とができる。

　　　①品質及び性能に関する試験データを整理していること。

　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。

　　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

○ 環境への配慮

　　④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

　　③接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の

　　可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び

　　スチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する

　　材料を指し、同区分「第三種」とは③又は④に該当する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の

　　　材料

　　①合板、木質フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他木質建材、

 ○ 電気工作物の種類 ・事業用電気工作物　　　・一般用電気工作物

・要　　　　　　・不要

うものとする。

工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行 ○ 電気保安技術者

契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。

本工事に必要な工事用電力､水､及び官公署その他への諸手続などの費用は､すべて請負業者の負担とする｡

 ○ 電気工事士

 ○ 工事用電力･水その他

・設ける　（　　　　号）　　　・設けない

構内につくることが   ･できない   ･できる

改修標準仕様書によるほか、下記による。

事前調査　（・本工事　　　・別途工事　　）

　調査項目（・既存資料調査　・　　　　　　）　　　調査範囲（・図示　　　　　・　　　　　　）

　養生範囲（　／　）図による。　　　　養生方法（　／　）図による。

既存部分の養生は､汚染又は損傷のないよう適切な方法で行う。

・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

・内部仮設足場等（・　　　　種　・　　　　種）

・外部仮設足場等（・　　　　種　・　　　　種）

・本工事で設置する。

○ 施 工 調 査

○ 仮 設 備

○ 監督員事務所

○ 養  生

○ 足場その他

 ○ 工事用仮設物

仮設備項目( ･受変電    ･ 発電      ･        )　　　仮設備期間( ･図示　    ･ 　　      ･         )

　 機器の重量[KN]に､設計用標準水平震度を乗じたものとする｡なお､特記なき場合､設計用標準水平震度は､次による｡

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築

1) 設計用水平地震力

研究所監修）による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

屋外の支持金物､ボルト及びナットなどは､溶融亜鉛めっき仕上げ又はSUS製とする｡

露出配管は塗装を行う。       ・屋外　　　　・屋内（　　　　　　　　　　　　　）○ 金属製電線管の塗装

○ 屋外の支持金物

○ 耐　震　措　置

○ 配線本数､管路等

ただし､監督員の承諾を受けるものとする｡

分電盤､制御盤､端子盤等の2次側以降の配管配線経路､配線太さ､配線本数､管径等は､図面と相違しても差しつかえない｡

姿図の形状寸法等は､図面表示と多少相違してもよい｡ただし、その場合は,監督員の承諾を受ける。

使用権は､発注者に移譲するもとする｡

等で原図として提出ができないものは､原図に代わるものとしてよい｡なお､施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る

工事が完成(指定部分に係わる完成を除く)したときは､本工事で作成する施工図等を監督員に提出する｡ただし、製作図○  施工図等の取扱い

○ 形状･寸法等

　 設計用標準水平震度(Ks)

重要機器 一般機器 一般機器重要機器
機 器 種 別設 置 場 所

・一般の施設・特定の施設

上層階　屋上及び塔屋
機　器

水槽類（※１）

防振支持の機器

2.0

2.0

2.0

1.5

2.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5 1.0 1.0 0.6

1.5 1.01.5

1.0 0.61.0

機　器

防振支持の機器

水槽類（※１）

1.5

1.5

中　　 間　　 階

防振支持の機器

水槽類（※１）

1.0 0.6 0.6 0.4機　器

1.5 1.0 1.0 0.6

0.61.01.01.0地　下　・　１　階

他工事との工事区分表

適　　　　　　　用機　　　材　　　等品　　　　　目

高圧交流遮断機

高低圧変圧器

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の｢建築材料･設備機

キュービクル式配電盤

分電盤（実験盤を含む）

制御盤

認定品として、認定証票が貼付されたもの

交 流 無 停 電 電 源 装 置 （ＵＰＳ）（容量300ｋVA以下）

及び日本配線器具工業会住宅用分電盤認定制度に基づく高圧進相コンデンサ

太 陽 光 発 電 装 置

蛍光灯器具(防爆･防災器具を除く)

ガス開閉器（地中線用）を除く）

高圧限流ヒューズ
高 圧 機 器

照 明 器 具

監 視 カ メ ラ 装 置

監視制御装置中 央 監 視 制 御 装 置

○別表-1

高圧負荷開閉器（過電流ロック形高圧交流）

パワーコンディショナー及び系統連携制御盤

盤 類

局線中継台

ガ ス 漏 れ 警 報 装 置
器検査協会の合格証票が貼付されたもの

高圧ガス保安協会の検定合格証票又は（財）日本ガス機
受信機

中継器

検知器

会）の認定証票が貼付されたもの

非常警報設備認定業務委員会（(社)日本火災報知機工業
非 常 警 報 装 置

一体形及び複合装置

操作装置

表示灯

起動装置

自 動 閉 鎖 装 置 （財）日本建築センターの性能評定マークが貼付されているもの

非常ベル

自動閉鎖装置

連動制御器（P形）

火 災 報 知 装 置 消防法に適合した旨の表示があるもの

感知機

受信機

発信機

非 常 放 送 適合ラベルが貼付されたもの

非常放送設備委員会（(社)日本電子機械工業会）の基準

非常電話親機、子機

遠隔操作盤

増幅器

操作装置

受けている旨（ＪＣＭＡマーク）の表示をしたもの

適　　　　　　　用

防 災 用 照 明 器 具
誘導灯認定委員会の評定証票されているもの

非常用照明器具

機　　　材　　　等

誘導灯器具

耐火ケーブル

（財）日本建築センターの性能評定マークが貼付されているもの

品　　　　　目

耐火・耐熱電線認定業務委員会（（社）日本電線工業会）の認定を電 線 ケ ー ブ ル

耐熱ケーブル同 付 属 品

認定票が貼付されたもの。

自 家 発 電 装 置

直 流 電 源 装 置

自家発電装置 （社）日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたもの

（建築基準法及び消防法に使用する別置用）

蓄電池設備協会認定委員会（(社)日本蓄電池工業会）の
蓄電池

（付属する配電盤及び電源装置を含む）

○ 設備機材等指定表

交換機

　電源装置

ボタン電話装置

（財）電気通信端末機器審査員会の認定を受けている旨

の表示をし たもの
電 話 交 換 装 置

機器の基礎

床下水槽のマンホールふた

ガス漏れ検知器

消火栓組込み機器収納箱内配線整理用端子板

湯沸室の排気フード

換気扇

点検口

外部取付ガラリ

防油堤

流し台

身障者用便所手摺り

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配管

機器と付属操作スイッチ

機器と付属操作スイッチの埋込ボックス

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパー及び排煙口に至る配管配線

小便器用節水装置制御盤以降の配管配線

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部への電源供給

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ

電極棒

防火扉レリーズ

配線ピット及びふた

別途機器などへの接続

システム天井

電子錠

浄化槽

水道リモートメーターの配線

水道リモートメーターの配線の結線と調査

工　　事　　内　　容

屋内

屋内

屋上
電気関係

機械関係

梁、床、壁

梁、床、壁

貫通スリーブ

配電盤・制御盤の基礎

テレビアンテナ基礎

避雷針の基礎

特記した基礎

屋内設備

架台・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

特記した基礎

屋外設備(　　　　　　〃　　　　　　）

屋上設備(架台、アンカーボルトを除く）

埋込形分電盤、

端子盤等の型枠

補強を要するもの

補強を要しないもの

補強を要するもの

補強を要しないもの

補強を要するもの

補強を要しないもの

上記開口部の墨出し

上記開口部の補強

スリーブの穴埋め（型枠の穴埋めを含む）

OA フロアー配線器具用

補強を要するもの

床、壁、天井

ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

オイルサービスタンクの防油堤、タンク基礎

本体

取付枠

水栓

本体（排水トラップ共）

電気錠及び通電金具

杭工事

テンキー及び制御盤

土工事

基礎工事

電気工事

照明ライン設備プレート

空調ライン設備プレート

機械工事 電気工事 建築工事

補強を要しないもの（アウトレットボックスは除く）

浴　槽

電

気

配

管

配

線

開口部

ボード・Ｔバー

(1) 項目は､番号に●印のついたものを適用する｡

地 上～窓中心

床 上～中 心

電
 
 
 
 
力

取付高(ｍｍ) 測　　　点名　　　　　称 名　　　　　称

引込開閉器

取付高(ｍｍ)測　　　点

1,100

1,300

床 上～中 心

ス イ ッ チ

コンセント（一般）

床 上～中 心

床 上～中 心

制御盤、実験盤

分電盤、ＯＡ盤 床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

1,500

1,500

1,500

（上端1,900以下）

接地極埋設標

給油ボックス

多機能トイレスイッチ

開閉器箱

電磁開閉器用押ボタン

地 上～給油口

地 上～中 心

1,500

1,300

1,000

600

取付用計器

300

1,600～2,100

500

200～300

コンセント（便所） 床 上～中 心

床 上～中 心コンセント（換気扇）

コンセント（エアコン） 天井下～上 端

床 上～中 心

集合保安器箱

端子盤（室内） 床 下～上 端

動
 
 
 
 
力

操作スイッチ

警　報　盤

天井下～上 端

手元開閉器

床 上～中 心

床 上～中 心

1,300

1,500

1,800

300

200

1,500～2,000

1,500～2,000

床 上～中 心

床 上～中 心

ブラケット（踊場）

ブラケット（浴室）

床 上～中 心

床 上～中 心

天井下～上 端

コンセント（車庫）

コンセント（台上）

コンセント（車椅子）

台 上～中 心

800

ブラケット（出入口）

150

900

床 上～中 心ブラケット（一般）

ブラケット（鏡上）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

鏡上端～中 心

床 上～下 端

床 上～上 端

2,500

2,100

150

1,500以上

1,000以下

床 上～中 心電話用アウトレット 150～400

電話用アウトレット(台上) 台 上～中 心 150

構
 
内
 
交
 
換

壁掛形親時計

壁掛形スピーカ

子　時　計

時報子時計

壁付アッテネータ

電
気
時
計
・
拡
声

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

1,500

天井高×0.9

天井高×0.9

1,300

2,300

表
　
　
示

壁付押ボタン 床 上～中 心

据 付 発 信 器

床 上～中 心

1,300

床 上～中 心表　示　器

床 上～中 心 1,300

ベル・ブザー・チャイム 1,500～2,300

天井高×0.9

イ
 
ン
 
タ
 ー

 
ホ
 
ン

壁付位置ボックス（一般） 床 上～中 心 300～400

外 部 受 付 用 床 上～中 心

床 上～中 心インターホン 1,300

標準図による

電
　
　
　
　
　
灯

床 上～中 心 1,100～1,500

多目的トイレ（親機） 床 上～中 心 1,300～1,500

多目的トイレ復帰ボタン

多目的トイレ（子機）

多目的トイレ（呼出ボタン） 床 上～中 心

床 上～中 心

多目的トイレ表示灯 床 上～中 心

テレビ端子

150直列ユニット（和室）

床 上～中 心直列ユニット（一般）

機器収容箱

床 上～中 心 150～400

床 上～中 心

床 上～中 心多目的トイレ（親・子）

300

1,100～1,500

1,800

1,800床 上～中 心

900

2,000

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心機器収容箱

800～1,500発  信  機

直列ユニット（台上） 台 上～中 心

端
 
子
 
箱

床 上～下 端雷保護接地用

床上～中心接　地　用 500

800

床 上～中 心

床 上～中 心

火報受信機（複合盤）

副 受 信 機

警 報 ベ ル

表　示　灯

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

床 上～上 端

床 上～上 端

800～1,500

150

800～1,500床 上～操作部

1,500

天井高×0.9

天井高×0.8

1,500

300

ガス漏れ検知器（都市ガス） 天井面～中 心 天井面-200

端子盤（ＥＰＳ・電気室） 床 上～中 心 1,500

自
動
火
災
報
知
設
備

テ
レ
ビ
共
同
受
信

（備考）（天井高）×0.9及び（天井高）×0.8は、天井高が2500～3000mm

　　　　の場合に適用する。

　　　　取付高については、事前に監督員と協議する。

接地極の材料は下表による。なお、設置棒EB（14φ）の長さは1500mm以上とする。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

電動機出力（kW）

規約効率（％）

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

86.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.5 95.0 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5

　　　　　（2）規約効率は、JIS C 4212 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、

　【備考】（1）規約効率は、JEM-TR 245 「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

　　　　　　　IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

○ インバータ装置の規約効率

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には１.２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入し、行先表示を行う。

○ 盤類の塗装

○ 呼び線

　　１）再資源化等が完了した年月日

　　２）再生資源化等をした施設の名称及び住所

分別解体・再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。

工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適切な処理を行う。

ただし、工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。

本工事は「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律１０４号）の対象建設

・盤類キャビネットの塗装は、指定色仕上げとする。

　　３）再生資源化等に要した費用

分別解体の方法

　　工　程　　　　　作　業　内　容　　　　　　分　別　解　体　の　方　法

　・新築　　　　　建築設備工事　　　　　　　　・手作業

　・増築　　　　　・あり　　　　　　　　　　　・手作業、機械作業併用

　・改修

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ

　・木材

　特定建設資材廃棄物の種類　　　　　再生資源化等をする施設の名称　　　　　所在地　

特定建設資材廃棄物の種類と再生資源化等をする施設

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

○ 接地極

Ａ種接地

Ｃ種接地

Ｄ種接地

高圧避雷器

Ｂ種接地

接地の種類

通 信 用

測 定 用

通 信 用

記　　号

ＥＡ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＬＨ

ＥＢ

Ｅ0

ＥＤt

ＥＡt

ＥＬt電話引込口の保安器用

共同接地 ＥＡ,Ｃ,Ｄ

接　　地　　極

EB
EB

EB

EB
雷保護用 ＥＬＡ EP-0.6

構内交換機用 Ｅt EP-0.9
EB
EB

EB
EB

EB

※接地極は、上記を標準施工とし、抵抗値が基準値を満たさない場合や標準施工本数以下で基準値を満たした
場合は、監督員と協議すること。

EP-0.9（900×900×1.5t）

EB

EB 　

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

（900×900×1.5t)

(600×600×1.5t)

１枚以上

２本以上

２本以上

６本以上

６本以上

１本以上

６本以上
２枚以上

１枚以上

２本以上
１本以上

１本以上
６本以上

１本以上

○ 絶縁抵抗測定 取外し再使用機器及び改修に関わる電路は、性能確認のため絶縁抵抗測定を行う。

コードペンダント以外の放電灯器具、LED照明器具及び水気のある場所の白熱灯器具は、接地する。
但し、二重絶縁構造等、接地の省略が可能なものは、監督員との協議による。

ことができる。）
（対地電圧が交流150V以下のLED照明器具を乾燥した場所に施設する場合は、監督員と協議し省略する

○ 特定建設資材の処理

○ 照明器具の接地

材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」

　 設計用水平地震力の1/2とし､水平地震力と同時に働くものとする｡

3) 設計用鉛直地震力

中間階とは、地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　 する。

　 2～6階建の場合は最上階､7～9階建の場合は上層2階､10～12階建の場合は上層3階､13階建以上の場合は上層4階と

2) 上層階の定義は次による｡

○ 電路の保護 図面に特記なき引き下げ又は立ち上げ部分及び露出部分の配線はMM1（Ａ型）にて保護する。貫通部分の配線は、

壁付器具､床置器具､天井付器具撤去後の取付けボルト孔､壁面､天井面の変色等は補修は、監督員と協議して行う。○ 撤去後の補修

○ 地盤変位への対応

○ はつり

なお、図面に特記がある場合、走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

既存のコンクリート床､壁などの貫通部の穴開けは､図面に特記なき場合､原則としてダイアモンドカッターによる｡

想定沈下量（・小規模　　　・中規模　　　・大規模　　）

4）重量1KN以下の軽量な機器の耐震支持については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」（独立行政法人建築研究所

監修）に準拠あるいは同等な設計用地震力に耐える方法で設計・施工すること。

貫通部型枠
軽量鉄骨下地
壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ
類の切込

○ 機器の標準取付高さは、図面に特記がない場合は、下表による。

建物直近のハンドホールでは、内部でケーブル１巻分の余長を取ること。

亜鉛めっきを施したものとする。（エッチングプライマー、指定色仕上）

外灯ポールは、亜鉛付着量３５０ｇ／ｍ（JIS H8641「溶融亜鉛めっき」に規定するＨＤＺ３５以上の溶融

・PCB使用機器の有無については、調査を行い結果を監督員に報告する。

・発生資源利用物     （　・ランプ類    ・電線、ケーブル類　）

発生材一時保管、集積場所構内に（　・有　　・　無　）

・PCB使用機器の取り扱いについては、監督員の指示を受ける。

・引渡しを要するもの及び再生資源化を図るもに以外は、構外適切搬出処理とする。

・特別管理産業廃棄物　　　（　・ＰＣＢ　　使用機器　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの　　　（　・金属類　　・電線、ケーブル　　・　　　　　　）　　　

○ 発生材の処理等

・監督職員が指示する構内の場所に敷きならし。 ・構内指定場所へのたい積。 ・構外搬出（約　　　ｋｍ）

電力用　　 ・鉄製　　 ・コンクリート製　　 ・樹脂製

通信用　　 ・鉄製　　 ・コンクリート製　　 ・樹脂製

低圧地中幹線路及び通信地中幹線路にも設ける。

○ 地中埋設標

○ ハンドホール内のケーブル余長

○ 線 名 札 幹線に取付る線名札には、施工年月及び施工業者名を記入する。

○ 外灯ポール

○ 残土処理

○ 標識シート

　　」による特定調達品目の場合は、判断基準等を満たすものとする。

　調査方法（・図示　・既存図面調査及び目視調査）　　　非破壊検査（費用は別途）

延べ面積(ｍ2) 備　　考

（平成３１年２月）

再生資源利用計画書及び実施書は、建設副産物情報交換システム（コブリス）にて作成し提出すること。

特記仕様書

●

佐賀県鳥栖市江島町

E-01

電気設備　特記仕様書

N.S

●

改修一式

●

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

第3･4投票所雨漏り修繕工事及び外壁落下防止対策工事

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は､国土交通省官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年

　　版)｣（以下､｢標準仕様書｣という｡)及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版)｣（以下､｢改修標準仕様書｣とい

　　う｡)及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版)」（以下､｢標準図｣という｡)による。

　　て､認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても､同等の建設機械とみなすものとする。

　　※ 排出ｶﾞｽ対策型建設機械とは､指定要項に基づき指定された排出ｶﾞｽ対策型建設機械をいう｡

(3) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合､排出ｶﾞｽ対策型建設機械を使用するものとする｡なお､排出ｶﾞｽ対策型建設機械に代え

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たす

　　ものとする。

　　ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝剤、断熱材、塗料、仕上剤は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散

　　しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を

　　使用する。

スタンド棟 ＲＣ造
地下1階

地上4階
17,538.75 (1)観覧場
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

1:250A1

A3

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

電気設備　２階平面図
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2,000 1,480

走路側外部

入場門側外部
下見所側外部

第４投票所客溜り

投票本部

２階中央通路

第３投票所客溜り

第３投票所

（第４投票所）

観覧室

喫煙所

喫煙所

第1会議室

中2階

（2FL-1950）
通路

書庫

ロッカー
ルーム

事務局長室

女子
ロッカー
ルーム

応接室

DN UP

押入

押入

機械室
PS

２階事務室

吹抜

吹抜

湯沸室

ホール

副管理者室

屋上防水改修工事

２階平面図

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

腕金1500

IE60°,IE5.5ｘ2（HIVE54）
6KVCVT150°（G92）

浮かし再取付

（VE22）
浮かし再取付

配管支持ﾌﾞﾛｯｸ

浮かし再取付
（E19）

ｽﾋﾟｰｶｰ
撤去再取付 ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付
ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付

ｽﾋﾟｰｶｰ
撤去再取付

撤去再取付
電飾（ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ共）

照明器具

撤去再取付：

※既設機器、配管配線等は十分な現場調査確認の上、施工する事。
※再利用機材（配管含）等は、工事中養生の上、清掃して取付する事。

図面 用語

浮かし再取付：支持金物を取外し、配管等を浮かした状態にしてその後復旧を行うこと。

（ｻﾄﾞﾙ類はSUS製に更新とする）

既設のまま

※不要な配線類がある場合は監督員の指示による。

既存器具、配管等機材を完全に取外し、建築改修工事施工完了後同器具機材を用いて復旧を行う。
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２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

1:250A1

A3

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

△EXP.J

湯沸室

DN

▽
E
X
P
.
J

△
E
X
P
.
J

1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236'

21'19'

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,000 3,000

132,000

5,400 6001,0005,000 1,000

シャッター

CH
OA
EPS

CH
OA
EPS

SD

シャッター

カウンター カウンター

手摺

シャッター

RDRDRDRDRDRD

トップライト

手摺

排煙

トップライト排煙

PS
ELV

女子便所

男子便所

売店

DN

両替所払戻所

職員通路 職員便所

EV

警備員室

DS DS

職員便所 食堂 食堂 食堂

男子便所

DN

DNDN 2F中央階段へ

女子便所

屋根

UP

DN 本棚

PS

非常口

展示ｽﾍﾟｰｽ

渡り廊下

非常口

庇庇庇

PS

EVﾎｰﾙ

DW

DW

△EXP.J

UP UP

厨房

屋根 屋根

屋根

屋根

△
E
X
P
.
J

△
E
X
P
.
J

上部ゴンドラ階

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

23,500

2,000 5,700 3,800 7,000 5,000

5
,
00
0

1
,
3
0
0
2
,
0
0
0

4,
7
00

7
,
00
0

労働組合室

3階控室

便所
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

3階事務室

更衣室

吹抜

屋根

吹抜

第二会議室 賞金室

PS

20
,
0
0
0

１

２

３

４

1,480

EV

A1'

A1

A'

A

B

C

D

E

F

3
0
,
50
0

2
,
6
0
0

3
,4
0
0

6,
0
0
0

2,
0
0
0

3
,
5
0
0

9
,0
0
0

5,
0
0
0

4
,
0
0
0

9
,0
0
0

（3FL+1500）

第６投票所

第６投票所客溜り

第５投票所

第５投票所客溜り

ロイヤル席

３階中央通路

喫煙所

喫煙所

馬主席

喫煙所

３階平面図

塗膜防水

排気筒

外壁防水工事外壁防水工事外壁防水工事

タイル剥落
防止対策工事

撤去再取付：

※既設機器、配管配線等は十分な現場調査確認の上、施工する事。
※再利用機材（配管含）等は、工事中養生の上、清掃して取付する事。

図面 用語

浮かし再取付：支持金物を取外し、配管等を浮かした状態にしてその後復旧を行うこと。

（ｻﾄﾞﾙ類はSUS製に更新とする）

既設のまま

※不要な配線類がある場合は監督員の指示による。

（E19）
浮かし再取付

（縦配管）

（EPG22）ｘ2
碍子ｘ2

浮かし再取付

電気設備　３階平面図

既存器具、配管等機材を完全に取外し、建築改修工事施工完了後同器具機材を用いて復旧を行う。
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撤去再取付：

ｶﾒﾗ（壁面ﾏｽﾄ）

 

1:400
１回　　　　年　　　月　　　日
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工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有限会社ＥＮ建築事務所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録佐賀県競馬組合

1:200A1

A3

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

ﾒﾀﾙﾓｰﾙAｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
撤去再取付

（G22）

（VE36）

（EPG22）ｘ2

碍子ｘ2

（VE22）西立面図

既存EXP.J撤去取替

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

　電気設備　立面図

浮かし再取付
浮かし再取付

浮かし再取付

浮かし再取付

浮かし再取付

ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付

ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付

ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付

ｽﾋﾟｰｶｰ

撤去再取付

IE60°,IE5.5ｘ2（MW）
6KVEM-CET150°（MW）

架線（そのまま）

※高圧ｹｰﾌﾞﾙ取扱い注意

撤去再取付
電飾（ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ共）

※既設機器、配管配線等は十分な現場調査確認の上、施工する事。
※再利用機材（配管含）等は、工事中養生の上、清掃して取付する事。

図面 用語

浮かし再取付：支持金物を取外し、配管等を浮かした状態にしてその後復旧を行うこと。

（ｻﾄﾞﾙ類はSUS製に更新とする）

既設のまま

※不要な配線類がある場合は監督員の指示による。

既存器具、配管等機材を完全に取外し、建築改修工事施工完了後同器具機材を用いて復旧を行う。
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　・飲料水の水質測定　　・室内気流及びじんあいの測定

・屋外消火栓設備　　・パッケージ型消火設備　　・粉末消火器

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

　

設計変更年月日

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

佐賀県競馬組合

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

有限会社ＥＮ建築事務所

設計　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
面
名

　
図
番
号

縮
　
尺

図面に特記なき場合は低圧とする。スパイラルダクト

　　　地域係数及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　　設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に

（１）機器の据付及び取付け

法人建築研究所監修）」による。

耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版（独立行政耐震措置

容量等の表示 １）機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

設計用水平震度

【備考】　（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

上層階の定義は次による。

特定の施設

耐震安全性の分類

一般の施設

一般機器重要機器一般機器重要機器

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

中 間 階

1階及び地下階

水槽類（※）

防振支持の機器

機　器

水槽類（※）

防振支持の機器

機　器

水槽類（※）

防振支持の機器

機　器

屋上及び塔屋
上層階，　　

設置場所 機器種別

2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は

上層4階、中間階とは地下階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの（平屋建の場合は無し）

重要機器は次のものを示す。

・給水装置　　・排水装置　　・換気機器　　・空調機器　　・熱源機器　　・防災設備

・監視制御設備　　・危険物貯蔵装置　　・火を使用する設備　　・避難経路上に設置する機器

2）設計用鉛直地震力

　　設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（１）地中埋設標　　　　　・要（図示の箇所）　　　・不要

（２）埋設標示用テープ　　・要（排水管を除く）　　・不要

・共同溝内保温は、標準仕様書第2編の施工箇所（　　　　　　　）を適用する。

・多湿箇所（天井内共）は下記の場所とする。

　・浴室（ユニットは除く）　・脱衣室　　・厨房（天井内は除く）　　・シャワー室

下記の配管、ダクトは塗装を行う。

・屋外露出（　　　　　　　　　）

・屋内露出（　　　　　　　　　）

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。

（　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

事前調査　　・　本工事　・　別途

はつり作業及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督員職員に報告する。

既存配管を含む部分の試験

・不要　　　・要（方法及び圧力：　　　　）

図面に特記なき場合は、工事区分表による。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

（１）ステンレス鋼管の接合は、下記による。

　　　・呼び径 60Su 以下（SAS 322を満足した継手　　　　　）

（２）溶接部の非破壊検査　・不要　　・要（検査の種類：　　　　　抜取率　　％）

本工事は「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律１０４号）

の対象建設工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適切な処理を行う。

ただし、工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。

分別解体・再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。

　　１）再資源化等が完了した年月日

　　２）再生資源化等をした施設の名称及び住所

　　３）再生資源化等に要した費用

地中埋設標等

保温

塗装

電線類

天井仕上区分

施工調査

試験

他工事又は他工種

配管

　との取り合い

建設発生土の処理

特定建設資材等の

　処理

Ⅰ . 工 事 概 要

構　造 階　数 備　考建　物　名　称
延べ面積

（㎡）

消防法施行令

別 表 第 一

ＲＣ造

2　建物概要

建物別及び屋外

工　事　項　目

工　事　種　目

屋　内 屋　外

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

一式　 一式　 一式　 一式　 一式　

換気設備

排煙設備

自動制御設備

衛生器具設備

給水設備

排水設備

給湯設備

消火設備

厨房機器設備

ガス設備

撤去工事（改修）

空 調 方 式

方式及び種別 設 備 概 要

3　工事種目及び工事科目（○印の付いたものが対象工事）

5　設備概要

設備概要（本工事における工事項目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではない。　○印のものが該当する）

4　指定区分　　　・無　　　・有 　（　工期：平成　　年　　月　　日　）

（一部完成）　　　　　　　　　　（対象部分：　　　　　　　　　　　）

空気調和設備

・空気調和　　・単一ダクト方式　　・全空気方式

主 要 熱 源 機 器 ・小型吸収冷温水機ユニット　　・直だき吸収冷温水機　　・空冷ヒートポンプユニット

・高置タンク方式　　　・水道直結方式　　　・ポンプ直送方式

・液化石油ガス

自 動 制 御 方 式

給 水 方 式

排 水 方 式

消火設備の種類

ガ ス の 種 類

 建物内の汚水と雑排水（　・分流式　　・合流式（　　　　　　系統））

 建物外　放流先

 ポンプ排水　・有（　・汚物　　・雑排水　　・放流　　・湧水　）　 　・無

・電気式　　　・電子式　　　・デジタル式

・屋内消火栓設備　　・スプリンクラー設備　　・泡消火設備

・連結散水設備　　・連結送水管設備　　・不活性ガス消火設備（・　　　　　）

（6　改修内容（改修工事のみ））

　という。）による。

1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

1　共通仕様

Ⅱ . 工 事 仕 様

2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用する。

　なお、電気設備工事の工事仕様は（　／　）図、建築工事の工事仕様は（　／　）図による。

2　特記仕様

章 　　　　項　　目 　　　　　　特　　　記　　　事　　　項

１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び

　　性能を有するものとする。

２）図面に機材等名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明

　　となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職

工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の

保安の業務を行うものとする。

　　員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省

　　略することができる。

　　①品質及び性能に関する試験データを整理していること。

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③安定的な供給が可能であること。

　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　・要　　　　・不要

・熱絶縁施工（保温工事）　　　・冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付及び整備）

・配管施工（配管工事）　　　　・建築板金施工（ダクト製作および取付け）

電気保安技術者

材料・機材の品質等

一

般

共

通

事

項

　・電気設備工事　　・建築工事　　で設置する。

構内につくることが（　・できる　　・できない）

監督職員事務所

足場その他

工事用仮設物

・設けない

・設ける　　・既存の建物内の一部を使用する　　・構内に設置する〈・10　・20 〉㎡程度

・本工事で設置とする。

　・内部仮設足場等（　・　　　   　種　　　・　　　　   　種）

　・外部仮設足場等（　・　　　   　種　　　・  　 　　　　種）

夏期

冬期

一般系統

温度(DB) 湿度(RH)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)温度(DB) 湿度(RH)

屋　　　内
外　気

50  ％

40  ％

26.0 ℃

22.0 ℃

　　℃ 　　％

　　％　　℃ 　　％　　℃

　　％　　℃

（１）はいじん量測定口、伸縮継手及び掃除口の位置は図示による。

（２）鋼板厚（・3.2mm　　・4.5mm)

・低圧ダクト（・コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）・アングルフランジ工法）とする。

・高圧１ダクトの適用範囲は図示による。

設計温湿度

鋼板製煙道

ダクト

空

気

調

和

設

備

ガ

ス

設

備

・都市ガス　　　ガス事業者の供給規定による。

・液化石油ガス　(1)一般　　　　　　　　　　　　(2)地中　

・親メーター（・貸与品　　・　　　　　）　　・子メーター（・買い取り　　・　　　　　）

別途（・５０kg　　・　　　kg　　・　　　kg）×　　　本

標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　　　本組。

標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）の（　・（ａ）　・（ｂ））による。

・要　　　・不要

・ユニット型　　　・現場施工型

図示による。

配管材料

メーター

充てん容器

集合装置

転倒防止

電気防食

型式

仕様等

保温材は、配管・ダクトより分離する。

ダクト・配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。

・金属類（　・機器類　　・ダクト　　・配管　　・その他金属　）の処理は

　（　・管理者に引き渡し　　・構外搬出適切処理　）とする。

・特別産業廃棄物（　・　　　　　・　　　　　）の処理は

　（　・別途　　・構外適切処理　）とする。

・石綿含有産業廃棄物（　・配管用成形保温材　　・フランジ用ガスケット　）の処理は

　（　・別途　　・構外適切処理　）とする。

・上記以外のもの（　・　　　　　・　　　　　）の処理は

保温材

支持金物等

発生材の処理

建築工事機械工事 電気工事工 事 内 容

機器の基礎 配電盤・制御盤の基礎

テレビアンテナ基礎

電気関係

避雷針の基礎

特記した基礎

屋内設備

屋上設備(架台、アンカーボルトを除く）

屋外設備(　　　　　　〃　　　　　　）

特記した基礎

屋内

屋内

屋上

屋外

機械関係

架台・アンカーボルト

開口部 梁、床、壁

貫通スリーブ

補強を要するもの

梁、床、壁

貫通部型枠

補強を要するもの

補強を要しないもの

補強を要するもの

補強を要しないもの（アウトレットボックスは除く）

埋込形分電盤、

端子盤等の型枠

補強を要するもの

補強を要しないもの

上記開口部の墨出し

上記開口部の補強

スリーブの穴埋め（型枠の穴埋めを含む）

OA フロアー配線器具用

点検口 床、壁、天井

外部取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

防油堤 オイルサービスタンクの防油堤、タンク基礎

床下水槽のマンホールふた

ガス漏れ検知器

消火栓組込み機器収納箱内配線整理用端子板

湯沸室の排気フード

換気扇 本体

取付枠

本体（排水トラップ共）

水栓

流し台

浴　槽

身障者用便所手摺り

壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ
軽量鉄骨下地

類の切込

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配管

機器と付属操作スイッチ

機器と付属操作スイッチの埋込ボックス

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパー及び排煙口に至る配管配線

小便器用節水装置制御盤以降の配管配線

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部への電源供給

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ

防火扉レリーズ

電極棒

配線ピット及びふた

別途機器などへの接続

電

気

配

管

配

線

システム天井 ボード・Ｔバー

照明ライン設備プレート

空調ライン設備プレート

電気錠及び通電金具

テンキー及び制御盤

杭工事浄化槽

土工事

基礎工事

電気工事

水道リモートメーターの配線

水道リモートメーターの配線の結線と調査

電子錠

（別表－１） 【 他 工 事 と の 工 事 区 分 表 】

 浄
化
槽

  
 設
備

補強を要しないもの

撤

去

工

事

章は●印の付いたもの、項目は●印の付いたものを適用し，特記事項のうち選択する事項は、・に◯印のものを適用する。

回収証明書

業者登録書の写し
回収・運搬委託

フロン

処理費用支払い

工 事 請 負 者

第一種フロン類回収業者 　フロン回収・運搬

フロン類破壊業者 　フロン破壊処分

　（　・別途　　・構外適切処理　）とする。

・本工事　・別途

冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3により、次の書類を監督員に提出する。

　・フロン回収行程管理表の写し

　・特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し

冷媒(フロン類)

　の回収

技能士の適用

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

浄化槽設備

標準品としてよい。

　・風量調整　　・水量調整　　・室内外空気の温湿度の測定　　・騒音の測定

・根切り土の中の良質土（ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）埋戻し土・盛土

機材の承諾図

電動機

・山砂の類　　・土工事要領図参照

・本工事　・別途

　調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく、特記のない電動機の保護規格は製造者規格による

工事用電力水その他 本工事に必要な工事用電力、水、及び官公署その他への諸手続などの費用は、

すべて請負業者の負担とする。

屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5の e2・（ハ）・ＶⅡによる。

標準図（建物導入部の変位吸収配管要領）の　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ）による。

図示による。

保温

建物導入部配管

機器の性能等　
厨
房

　
設
備

洗面器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。

台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

取付位置は図示による。

・別途工事　　・本工事

台所流し等の排水管

満水試験継手

放流納付金等

給
湯
設
備

（１）給湯管　　・凡例による　　　・　

（２）膨張管　　・凡例による　　　・　

・図示による。（図面に特記なき場合の呼び圧力は、ＪＩＳ又はＪＶ ５Ｋ とする。）

・ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

配管材料

弁類

（１）屋内消火栓　　一般　・凡例による　　　　　　・　

（２）連結送水管　　一般　・凡例による　　　　　　・　　

配管材料

排

煙

設

備

・図示による。

・電気式（遠隔操作　　・不要　　・要　）

ダクト

排煙口の形式

排煙口開放及び復帰方法

検査方法に準ずる。

排煙風量測定

図示による。

・有り（・新設　　・既設　）　　・無し中央監視制御装置

埋設深さ（管の上端深さ）は原則として、車両通行部（　・600mm　　・　　　　）

その他の部分は、（　・300㎜　　・　　　）以上とする。

標準図（建物導入部の変位吸収配管要領）の　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ）による。

・別途工事　　・本工事

管の地中埋設深さ

建物導入部配管

水質検査

引込納付金等

配管材料 （１）屋内　　汚水管　　　　・凡例による　　・　 雑排水管　　　・凡例による　　・　

　　　　　　　通気管　　　　・凡例による　　・　 ポンプアップ管・凡例による　　・　

（１）屋外　　第一桝まで　　・凡例による　　・　 桝間　　　　　・凡例による　　・　
排

水

設

備

消
火
設
備

取り付け箇所は図示による。

空気調和設備の当該項目による。

・浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　　・厨房系統

風量測定口

ダンパー

シールする排気ダクトの系統

（・厨房　・湯沸室　）用の隠ぺい箇所の排気用ダクトの仕様は、h・(ｲ）・Ⅸとし、範囲は図示による。

・全熱交換ユニット用の外気取り入れ用ダクト（保温の厚さ25mm、範囲は図示による）

空気調和設備の当該項目による。チャンバー

保温

集中リモコン・配線 複数の全熱交換機等を集中管理するためのリモコン、配線及びその方式は、監督員の承諾を受けたうえで

製造業者の標準仕様にて施工する。

スパイラルダクト 図面に特記なき場合は低圧とする。

・低圧ダクト（　・　コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）　

・高圧１ダクトの適用範囲は図示による。

ダクト

換

気

設

備

製造業者の標準仕様にて施工する。

集中リモコン・配線 複数のエアコンを集中管理するためのリモコン、配線及びその方式は、監督員の承諾を受けたうえで

取り付け箇所は図示による。

（１）内張りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内張りした

　　　チャンバーには、点検口を設ける。なお、大きさは図示による。

（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。

（２）ピストンダンパー　復帰方式（・遠隔　・　　　　）

（１）冷温水管　　　　　・凡例による　　　　・　　

（２）冷却水管　　　　　・凡例による　　　　・　　

（３）油管　　　　　　　・凡例による　　　　・　　

（４）膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管　　・凡例による　　・　　　

（５）空調用排水管　　　・凡例による　　　　・　　

（６）冷媒管　　　　　　・凡例による　　　　・　　　　　

・図示による。（図面に特記の無き場合の呼び圧力は JIS 又は JV ５Kとする。）

・ステンレス配管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

制御盤には、標準仕様書によるほか（・遠隔警報　　・電磁弁制御　　・　　　　）の端子を設ける。

なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

・冷媒管の外装の種類は次による。

・空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第２編3.1.5の排水管の項による。

・建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。

・膨張管及び膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編3.1.4の温水管の項による。

・外気取り入れ用ダクト（保温の厚さ25㎜、範囲は図示による）

風量測定口

チャンバー

ダンパー

配管材料

弁類

油面制御装置

保温及び消音内張 ・返りダクト（保温の厚さ25㎜、範囲は図示による）

　　・アングルフランジ工法　　・塩ビダクト(VU)　　）とする。

・ｺﾝｸﾘｰﾄ

・木材

・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

特定建設資材廃棄物の種類 再生資源化等をする施設の名称

・ｺﾝｸﾘｰﾄ及鉄から成る建設資材

所 在 地

調査方法　　・　図示　　・　目視　

調査項目　　・　各該当設備項目

建築設備定期検査業基準書２０１６年版（（一財）日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の

・多湿箇所（保温の厚さは50㎜、範囲は図示による）　・　外気取入ダクト・都市ガス（種別：１３Ａ，　発熱量：４５　MJ/m3，　供給事業者：佐賀ガス　　）

(1) 汚　水　　・直放流下水管　　・浄化槽

(2) 雑排水　　・直放流下水管　　・浄化槽　　・水路　　・側溝

環境への配慮 １）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又

　　から④を満たすものとする。

　　①合板、木質フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

　　その他木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝剤、断熱材、塗料、仕上剤は、アセ

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器類は、ホルムアルデヒド、アセト

　　アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　　は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは③又は④に該当する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散

　　　建築材料以外の材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない

　　難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

機械設備工事機材承諾図様式集（令和元年版）によるほか、監督職員の指示による。

・構内敷きならし　　・構内指定場所へのたい積　　・構外搬出　　・再流用を図る

分 類 受 け 入 れ 場 所 搬 出 距 離

建 設 発 生 土 　　KM

上記に示す受け入れ場所・搬出距離は参考であり、実施にあたっては監督員と協議のうえ決定する。

再生資源利用計画及び実施書は，建設副産物情報交換システム(コブリス)にて作成し提出する事。

分別解体の方法

特定建設資材廃棄物の種類と再生資源化等をする施設

分 解 解 体 の 方 法作 業 内 容工 程

（１）防煙ダンパー　　　復帰方式（・遠隔　・　　　　）定格入力はDC24V以下とする。

・亜鉛鉄板　　・鋼板（厚1.6 mm）

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。

使用する電線及びケーブルは原則としてＥＭ電線又はＥＭケーブルとする。電気計装用配線

・設ける（ピット内は除く）　　・設けない

ユニットの配管材料は図示による。衛生器具ユニット

和風大便器 耐火カバー　
衛
生
器

　
具
設
備

給

水

設

備

（２）地中埋設配管　　　・凡例による　　・　　　　　　　　　

（３）一般配管　　　　　・凡例による　　・　　　　　　　　

・親メーター（・貸与品　　・　　　　　）　　・子メーター（・買い取り　　・　　　　　）

・水道事業者指定品（・貸与品　　・買い取り）　　・標準図ＭＣ形

・図示による。（図面に特記なき場合の呼び圧力は、ＪＩＳ又はＪＶ ５Ｋ とする。）

・ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

配管材料

量水器

量水器桝

弁類

（１）量水器までの給水引き込み管（直結部分）水道事業者の指定　（・凡例による　・　　　　　）による。

　
自
動
制
御
設
備

・水道直結部分の呼び圧力は，ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋ とする。

・　　項目（　　　　　　）

・要（・別途工事　　・本工事）　　　・不要引込負担金等

総合試運転調整

・建築設備・内装等 建築設備・内装材の取り外し

（・有　　・無　）

（・有　　・無　）

・その他（　　　　） その他の取り壊し

・手作業

・手作業，機械作業の併用

・手作業，機械作業の併用

・手作業

・厨房系統の排気用ダクトの材質は（・亜鉛鉄板　・ステンレス鋼板）製、板厚はダクトの長辺

　（・450以下は0.6mm、・451～1200は0.8mm）以上とし、アングルフランジ工法とする。

中央監視制御装置の構成･機能

51.7 ％

 0.0 ℃ 74.7 ％

36.0 ℃

1　工事場所　：　佐賀県鳥栖市

改　修

改　修

改　修

改　修

改　修

・建築外壁改修に伴い，支障となる配管･外装のやり替えを行う。

第3･4投票所雨漏り修繕工事及び外壁落下防止対策工事(機械設備工事) 特記仕様書

　（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和４年版）」

　（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準図」

・関係請負者が定置したものは無償で使用できる。

調査範囲　　・　図示　　・　工事範囲廻り

　屋内露出箇所　・凡例による　　　　・樹脂製配管カバー

　屋外露出箇所　・凡例による　　　　・樹脂製配管カバー(SD,PD)　　　・ステンレス鋼板

Ｍ-01

N.S.

機械設備特記仕様書

スタンド棟 地上4階、地下1階 17,538.75 (1)観覧場
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湯茶接待所

湯茶接待所

うどんコーナー

うどんコーナー

冷媒管:RCUP-9.52*6.35(露出転し)～新設

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

　

設計変更年月日

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

佐賀県競馬組合

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

有限会社ＥＮ建築事務所

設計　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
面
名

　
図
番
号

縮
　
尺

口径管種管名称

※配管切離し

数量
給水管

VP排水管

20A 2

250A

口径管種管名称

※配管切離し

数量
冷媒管 RCUP 1

給水管:PP-20A(露出転し)～撤去
排水管:VP-50A(露出転し)～撤去

PP-20A,VP-50A～撤去

VP-50A～撤去
PP-20A～撤去

冷媒管:RCUP-9.52*6.35(露出転し)～撤去

冷房能力:2.5KW程度

既設ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機

※一時撤去

口径管種管名称 数量
※配管再接続

冷媒管 RCUP 1

冷房能力:2.5KW程度

既設ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機

給水管 VB

VP排水管

20A 2

250A

口径管種管名称 数量

※配管再接続

新設排水管:VP-50A(露出転し)～ﾚﾍﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ支持
新設給水管:VB-20A(露出転し)～ﾚﾍﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ支持

VB-20A,VP-50A～新設

（ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ内収納_SD77,連絡線共）

9*6

9*6

Ｍ-02

- - - - - - - -

- --- -

Ｎ

Ｅ

Ｓ

Ｗ

・給水管材質は，「水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)」とする。

・排水管材質は，「排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)」とする。

・給水管は保温施工とする。(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板)

・配管の最大支持間隔は，給水管～@2000，排水管～@1000とする。

VP-50A～新設
PP-20A～新設

※再取付

PP

改修後　２階平面図　　　S=1:100

改修前　２階平面図　　　S=1:100

機械設備　改修前・改修後２階平面図

A3　1:100
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△
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外壁防水工事

警備員室職員便所湯沸室

RD

トップライト

職員通路

排煙 RD

△EXP.J

屋根

屋根

既存EXP.J撤去取替

渡り廊下

外壁防水工事

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

　

設計変更年月日

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

佐賀県競馬組合

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

有限会社ＥＮ建築事務所

設計　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
面
名

　
図
番
号

縮
　
尺

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

既設のまま

既設のまま

BV-25*2BV-25*2
Ｄ ＤCH
S

CH
S

C
HR

CH
R

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)

Ｎ

Ｅ

Ｓ

Ｗ

Ｍ-03

空調ﾄﾞﾚﾝ管:GP-50,冷温水(返)ｴｱｰ抜:GP-25,冷温水(送)ｴｱｰ抜:GP-25

屋根上で開放*3

(配管は既設のまま)

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒+ｶﾗｰ亜鉛鉄板）

屋根上で開放*3

（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒+ｶﾗｰ亜鉛鉄板）

冷温水(送)ｴｱｰ抜:GP-25,冷温水(返)ｴｱｰ抜:GP-25,空調ﾄﾞﾚﾝ管:GP-50
(配管は既設のまま)

50,25,25

25,50,50

・外壁改修に支障がある部分の保温部(または外装部)のやり替えを行う。

※３階共通

・換気のﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ及びｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰは，一時撤去・再取付を行う。

・原則として，機器・配管は既設のままとする。

３階立面図-1　　　　S=1:100

３階平面図-1　　　　S=1:100

A3　1:100

機械設備　３階立面図、平面図-1



171615141312

6,0006,0006,0006,0006,0006,000

屋根

排煙

外壁防水工事

RD
△

EX
P.

J

外壁防水工事

渡り廊下

喫煙所

屋根

既存EXP.J撤去取替

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

　

設計変更年月日

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

佐賀県競馬組合

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

有限会社ＥＮ建築事務所

設計　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
面
名

　
図
番
号

縮
　
尺

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

Ｄ

深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ150Φ *3

※撤去再取付

屋根上で解放

※A※A

空調ﾄﾞﾚﾝ管:VP-40

空調ﾄﾞﾚﾝ管:VP-40
既設のまま

Ｒ
Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｄ

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)

既設のまま 既設のまま既設のまま

Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)

Ｎ

Ｅ

Ｓ

Ｗ

Ｍ-04

28KW形 28KW形 28KW形 28KW形

28KW形 28KW形 28KW形

4.0KW形

(配管は既設のまま_12.7*6.35)
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄは撤去更新_SD-100

既設のまま(25.4*12.7*3)

(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ_PD-120)

25.4*12.7(PDﾀﾞｸﾄ)(既設のまま)*2

25.4*12.7(PDﾀﾞｸﾄ)(既設のまま)

(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ_PD-120)

(既設のまま)

(配管は既設のまま_12.7*6.35)
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄは撤去更新_SD-100

Ｒ Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

25.4*12.7(PDﾀﾞｸﾄ)(既設のまま) 25.4*12.7(PDﾀﾞｸﾄ)(既設のまま)

25.4*12.7(PDﾀﾞｸﾄ)(既設のまま)

３階立面図-2　　　　S=1:100

３階平面図-2　　　　S=1:100

A3　1:100

機械設備　３階立面図、平面図-2
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屋根

RDトップライトRD

手摺

男子便所
食堂食堂食堂

△EXP.J

外壁既存タイル撤去下地処理複層塗材Ｅ仕上外壁既存タイル目地埋の上タイル用塗膜防水塗布

外壁既存タイル撤去下地処理ゴムアスファルト塗膜防水

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

　

設計変更年月日

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

佐賀県競馬組合

第3･4投票所雨漏り修繕工事
及び外壁落下防止対策工事

有限会社ＥＮ建築事務所

設計　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
面
名

　
図
番
号

縮
　
尺

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

ＤＤCH
S

C
HR

既設のまま

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)

BV-25*2

空調ﾄﾞﾚﾝ管:GP-50

既設のまま

※撤去再取付

深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ150Φ

※撤去再取付

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ300Φ

外装のみやり替え(貫通部～1ｍ程度)

既設のまま

Ｎ

Ｅ

Ｓ

Ｗ

(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ_SD-77)

冷媒管:9.52*6.35，空調ﾄﾞﾚﾝ管:GP-50

屋根上で開放*3

(配管は既設のまま)
冷温水(送)ｴｱｰ抜:GP-25,冷温水(返)ｴｱｰ抜:GP-25

(配管は既設のまま)

（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒+ｶﾗｰ亜鉛鉄板）

25,25,50

(配管は既設のまま)

３階立面図-3　　　　S=1:100

３階平面図-3　　　　S=1:100

A3　1:100

機械設備　３階立面図、平面図-3
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